
古河市次世代育成支援地域行動計画（後期）　施策進捗状況確認一覧

基本
目標

基本
施策

事業
番号

計画
書記
載な
し

項目 （単位） 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
実施状況の
5段階評価

事業実施の現状と課題

今後の
展開
（27～
31年

今後の展開についてのコメント
（理由・内容を記入）

1 （1） 1
一時預かり事業の推
進

仕事や急病、私的理由により家庭で保育できなく
なったときに指定保育所で保育する。

年間延利用児童
数

人 8,456 6,604 5,912 5,805 8,967 4

一時預かりは、保護者の働き方にかか
わらず、すべての子ども子育て家庭に
とって必要なものであり乳幼児を在宅で
育てる保護者にとって育児の不安感、
負担感の軽減を図る。

3

就業形態の多様化により必要
とされる保育ニーズへの対応と
して需要は高まっていることか
ら現状維持する。

子育て対策課

1 （1） 1 一時預かり事業の推 ↓ 実施カ所数　公立 カ所 1 1 1 1 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
1 （1） 1 一時預かり事業の推 ↓ 実施カ所数　私立 カ所 8 7 7 7 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （1） 2
地域子育て支援セン
ター事業の充実

在宅で子育て中の親子の情報交換やふれあい
の場を提供し、併せて保護者の子育ての不安に
や悩みの相談業務も実施。今後利用状況や要望
等を踏まえ、施設設置や事業の充実を図ってい
く。

利用人数 人 9,852 12,569 12,957 14,825 4
現在実施箇所は古河地区3か所、総和
地区2か所、三和地区1か所(うち公立2
か所、私立４か所）

3

現在多くの親子が利用してお
り、様々な社会変化の中で子を
持つ親の出会いや仲間作りの
ニーズが高まっているため、引
き続き事業を行う。

子育て対策課

1 （1） 3
出生時における子育
て応援メッセージ事
業

目的：歓迎の気持ちを伝え子育てを応援する
対象：①古河市へ出生届を提出した方
　　　  ②古河市に住所又は本籍があり、古河市
を含むいずれかの市町村に出生届を提出した方
内容：フォトスタンド・天然素材のガーゼハンカチ・
絵本のうち１品及び市長のメッセージカード

件 1,482 1,516 平成22年度事業終了 市民課

1 （1） 4
出産子育て奨励金の
支給

第3子以上の児童の出産を奨励するとともに、多
子家庭の経済的負担の軽減を図り、少子化対策
に寄与することを目的とする。　第3子以降の児
童一人につき30万円を３回に分けて支給する。
ただし対象児童の父または母が対象児童の出生
の日前１年以上の間及び基準日以後継続して住
民基本台帳に登録されており、二人以上の児童
を現に養育、監護し、かつ市税を滞納していない

支給件数 件 447 457 444 445 431 4
多子家庭に対して、経済的な負担軽減
となっている。

3

多子家庭への経済的負担の軽
減や少子化対策に向けた事業
として実施していくことで、市へ
の子育て世代の人口の定着化
が進むと考えられる。

子育て応援課

1 （1） 5
ネーブル子育て広場
「ヤンチャ森」

子育て親子の交流及び語り合いの場の提供。
子育て中の悩みや不安についての相談・子育て
に関する情報の提供。

利用者数
・市内

人 15,405 17,710 19,054 18,262 19,950 4

指定管理者、古河市社会福祉協議会で
運営。
平成２６年１月より、一部の市外居住者
の利用が無料化。

3

「ヤンチャ森」の利用数は、年々
増加している状況であり、広く
子育て世代に受け入れられて
いる。
子育て広場交流会・親子交流
会を毎月実施するなど、子育て
中の親子の交流の場となって
おり、今後も多くの家族の交流
を図るとともに、相談業務への

子育て対策課

1 （1） 5
ネーブル子育て広場
「ヤンチャ森」

↓
利用者数
・市外

人 1,978 3,116 2,592 2,316 2,327 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （1） 5
ネーブル子育て広場
「ヤンチャ森」

↓
利用者数
計

人 17,383 20,826 21,646 20,578 22,277 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （1） 6
三人乗り自転車貸出
事業

満1歳以上6歳未満の乳幼児を2人以上養育する
保護者の方を対象に有料で三人乗り自転車を貸
出している。

貸出し台数 台 61 62 66 53 50 3
事業自体に有効性はあるものの、保有
自転車の経年劣化による修繕費の負
担が増加してきていること。

4

輪業組合にとっては空きスペー
スや管理の問題がでてきてい
る。台数を減らすなどの措置が
必要となる。

子育て対策課

1 （1） 7
保育所・幼稚園の園
庭開放

保育所（園）や幼稚園の園庭を開放し、遊び場を
提供する。また、保育士による育児相談や遊び
の指導を実施することで、いつでも安心して遊べ
る場所の提供及び気軽に子育ての相談ができる
環境を整える。

実施施設数
公立保育所

施設 3 3 3 3 4

多くの保育所（園）・幼稚園が実施して
いることで、より身近な地域での子育て
支援サービスを提供しています。今後
も、各施設や人材を活かした地域の子
育て支援の充実を図っていきます。

3
子育て支援施設のニーズが高
まっている中、事業を継続する
必要があると思われます。

子育て対策課

1 （1） 7
保育所・幼稚園の園
庭開放

↓
実施施設数
民間保育園

施設 12 12 12 12 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （1） 7
保育所・幼稚園の園
庭開放

↓
実施施設数
幼稚園

施設 16 16 17 17 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （1） 7
保育所・幼稚園の園
庭開放

↓
実施施設数
合計

施設 31 31 32 32 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （1） 8
子育てガイドブックの
作成

ガイドブック作成により、子育てに関するあらゆる
情報提供を行う。
認可保育所、認定こども園、幼稚園など子育て
支援施設のガイドブックを毎年作成し、ホーム
ページに掲載。
また、初めて父親になる方のための育児ガイド

4
ガイドブックを市役所各庁舎や福祉の
森に置き、必要な方に配布している。

3
引き続き、内容の充実とより良
いサービスの情報を提供できる
よう努める。

子育て対策課

1 （1） 9
インターネットによる
情報提供の充実

子育て支援情報をホームページに掲載し、情報
提供を行う。内容の充実と使いやすいホーム
ページの作成に努める。

4
ホームページ掲載内容
保育所・幼稚園、児童クラブ、子育て
サービス、子育て支援施設内容ほか

3

社会の変化により、保育所を入
所希望者が増加する中で、より
良い子育て支援サービスの情
報を提供していく。

子育て対策課

1 （1） 10
子育て支援金支給事
業

事業なし 子育て応援課

1 （1） 11 出産御祝金事業

目的：出産した世帯の経済的負担の軽減を図る
対象：古河市の住民基本台帳に記録されている
者が支給対象児童を出産した時、出産した者又
は
　　　　その配偶者に支給する。
　　　　（支給対象児童：出生後最初の住民基本
台帳への記録が本市になされるもの）

件 1,080 1,083 1,108 1,108 4
対象者に対し、随時申請案内をしてい
るが、請求期間時効による未支給者に
なってしまうことがある。

3

出産した世帯から喜ばれてい
る。平成24年3月市議会におい
ても、継続事業とするよう補正
予算対応となった。

対象者に対し、
１００％の支給
を目指す。

市民課

1 （1） 11 出産御祝金事業 市民課で実施 子育て応援課

1 （2） 1 私立保育園運営事業

保育園としての機能維持及び乳幼児童に対する
保育と福祉の向上を図るため、保育に直接必要
な人件費や事務費及び保育園の維持管理費並
びに保育に間接的に必要な管理費など、保育園
運営費を支弁し、保育園の適正な運営と乳幼児
童に対する福祉の向上に努める。

入所児童延べ人
数

人 14,722 14,997 15,717 15,567 5

運営費は「児童福祉法による保育所運
営費国庫負担金について」の通知等に
より保育単価等が毎年設定され、これ
に基づき運営費を各保育園に支弁して
います。

3
児童福祉法により規定されてい
る事業のため継続が必要で
す。

子育て対策課

事業の評価指
標と目標値

担当課
事業・施策内容

（目的・対象・内容等を記入)

計画における位置付け 事業実績の推移 ↓５ 十分   ４ ある程度   ３ あまり十分でない   ２ 不十分   １ 未実施 ↓１ 新規・方針変更   ２ 拡充   ３ 現状維持   ４ 縮小   ５ 廃止・計画外

事業名
備考欄

（新たな施策展開の提案
など）

資料３ 
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基本
目標

基本
施策

事業
番号

計画
書記
載な
し

項目 （単位） 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
実施状況の
5段階評価

事業実施の現状と課題

今後の
展開
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今後の展開についてのコメント
（理由・内容を記入）

事業の評価指
標と目標値

担当課
事業・施策内容

（目的・対象・内容等を記入)

計画における位置付け 事業実績の推移 ↓５ 十分   ４ ある程度   ３ あまり十分でない   ２ 不十分   １ 未実施 ↓１ 新規・方針変更   ２ 拡充   ３ 現状維持   ４ 縮小   ５ 廃止・計画外

事業名
備考欄

（新たな施策展開の提案
など）

資料３ 

1 （2） 1 私立保育園運営事業 ↓ 運営費支弁額 千円 1,126,928 1,184,283 1,206,121 1,203,164 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 2 保育事業の推進

保護者の就労又は疾病等により、家庭において
当該児童を保護することができないと認められる
場合に、保護者に代わり保育所での保護を実施
する。保育所入所希望人数は母親の就労等の
増加により年々増加傾向にあるため】保育所の
定員の増員を検討し、保育に欠ける児童の受入
れ拡大を推進していく。

定員数 人 1,640 1,690 1,690 1,700 4

目標である定員数1,690人は平成23年
度時点で達成し、更に、平成25年度で
定員数は1,700人に増えています。しか
し、入所希望者の増加に伴い入所児童
数は定員を常に上回っている状態で
す。保育士不足等の問題も発生してい
るため、これらの問題と合わせて定員
増については検討していく必要がありま

3
待機児童解消のため、今後も
引き続き継続が必要な事業で
す。

子育て対策課

1 （2） 2 保育事業の推進 ↓
入所児童数
＊年度3月1日現
在の人数

人 1,851 1,876 1,898 1,888 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 2 保育事業の推進 ↓ 入所率 ％ 113 111 112 111 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 3 保育サービスの質の向上

保育業務の目標及び基準を定め、業務を改善し
ながら保育サービスの質の向上を図る。また、定
期的にアンケート調査を行い満足度向上に努め
る。

満足度総合評価
ポイント
第一保育所

ポイント 49.0 69.3 68.8 75.0 4

毎年度末に、保育所ごとにアンケートを
実施し、内容をとりまとめ保護者への回
答を行っています。
保育所平均はこれまでで一番高いポイ
ントとなっていますが、年度及び施設に
よりポイントの差があることから、今後も
業務改善をすすめていく必要がありま

3
今後も、保育の質のサービス向
上に努めるため事業継続の必
要があります。

子育て対策課

1 （2） 3 保育サービスの質の向上 ↓ 第二保育所 ポイント 74.0 72.2 62.8 65.0 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
1 （2） 3 保育サービスの質の向上 ↓ 第三保育所 ポイント 62.5 66.1 69.4 65.0 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
1 （2） 3 保育サービスの質の向上 ↓ 第四保育所 ポイント 58.3 65.9 67.6 80.7 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
1 （2） 3 保育サービスの質の向上 ↓ 第五保育所 ポイント 69.2 76.0 78.0 79.0 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
1 （2） 3 保育サービスの質の向上 ↓ 上辺見保育所 ポイント 66.7 67.2 61.4 68.6 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
1 （2） 3 保育サービスの質の向上 ↓ 関戸保育所 ポイント 73.0 69.2 74.6 72.5 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
1 （2） 3 保育サービスの質の向上 ↓ 保育所平均 ポイント 64.7 69.4 68.9 72.3 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 4 保育所の整備
入所児童の安全性の向上及び入所定員の拡充
を目的として、市内公立・私立保育所（園）を対象
に、老朽化した施設等の改築更新等を行う。

入所定員 人 1,630 1,640 1,660 1,690 1,720 3

平成21年度：こばと保育園（増改築/定
員60→70）    平成22年度：清恵保育園
（増改築/定員60→80）
平成24年度：あゆみ保育園（改築）/ｱﾘ
ｽ保育園（改築）/第4保育所（改築/定
員60→90）/柊保育園（定員変更のみ
/60→90）    平成25年度：名崎保育園
（改築）
施設老朽化及び認定こども園への移行
等に合わせ施設の改築更新等の要望
が高まっている。
各施設の要望に合わせ改築に際しての
補助金を支出することにより、定員の拡
充並びに児童の安全確保が図られてい
る。定員拡充を考慮しながら、施設改築

2

老朽化した施設の児童の安全
性の向上と待機児童の解消が
未だ完全ではない為、幼稚園
の認定こども園への移行による
定員拡充も考慮しながら、本事
業を進めていく。

目標値：待機児
童0

子育て対策課

1 （2） 4 保育所の整備 ↓ 更新等施設数 施設 1 1 1 3 1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 4 保育所の整備 ↓ 待機児童数
人

（10.1現在）
16 7 5 2 12 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 5 延長保育事業の推進

保育所の通常保育時間（11時間）外の保育ニー
ズへの対応を図る保育事業。就労形態の多様化
等に伴う保育時間の延長の需要に対応するた
め、開所時間を超えた保育を行う。

年間延べ利用児
童数

人 14,089 15,034 13,145 15,908 17,212 4
育児休業の普及で働く女性の増加。景
気悪化で共働きを望む人が多くなり保
育の需要が増えた。

3

多様化する保護者の保育ニー
ズに対応するため、必要不可
欠な事業であり、今後も、補助
制度を有効に活用し、より充実
した事業となるよう検討してい

子育て対策課

1 （2） 6 特定保育の充実
保護者が短時間パートを行っている等により、保
育が困難な児童に対して週2,3日程度または午
前か午後のみ等の柔軟な保育を行う。

年間延べ利用児
童数

人 151 962 709 805 1,170 4
保護者の就労形態が多様化しているな
かで、保育所において児童を一定程度
継続的に保育することができる。

3
保護者の就労形態の多様化に
伴い、保育園において児童を一
定程度断続的に保育する必要

子育て対策課

1 （2） 7
障害児保育事業の充
実

集団保育可能な発達の遅れのある児童を受け
入れる保育事業。障害児保育を実施している私
立保育園へ補助金を交付し、受入を推進してい
る。

実施カ所 5 6 6 3 4 3

障害者を取り巻く環境は、社会情勢の
変化に伴い大きく変わってきており、障
害の内容や状況も様々であるため、障
害者のニーズを的確にとらえる必要が

2
障害児の処遇の向上を図るとと
もに、実施保育所の拡大を図
る。

子育て対策課

1 （2） 8 乳児保育事業の充実
１歳児の保育促進を図るための私立保育園に対
する補助事業。

1

県の補助廃止に伴い、平成22年度より
古河市においても事業が廃止されまし
た。
以降は、「児童福祉施設（保育所）子育
て支援体制緊急整備事業（旧 民間保
育所低年齢児保育体制緊急整備事

5 子育て対策課

1 （2） 9 休日保育の充実
保護者の就労形態が多様化している中で、日曜
日、国民の祝日等においても保育を必要とする
保護者の需要に十分に対応できるように実施す

年間延べ利用児
童数

人 4 14 23 49 64 4
保護者の就労体制が多様化に伴い、休
日保育の需要が高まっている。

3
利用者実績をふまえ、今後の
保育サービス事業全体で検討
していく必要がある。

子育て対策課

1 （2） 10
病児・病後児保育事
業の推進

疾病時や疾病回復期にある概ね10歳未満の児
童で、保護者の労働やその他の理由により家庭
での保育に支障があるものについて、保育所や
その他の施設、病院又は診療所において適当な
施設を備える等により保育を行う。

実施カ所 カ所 1 1 1 3

多様な保育サービスの提供として、病
気により保育所での保育が出来ない場
合においても、その児童の保育ができ
る環境を整える必要がある。

3
病児・病後児保育については、
利用施設の増など検討が必要
である。

子育て対策課

1 （2） 11 第三者委員会の設置

保育所において提供される保育サービスの内容
について、職員や利用者以外の第三者による苦
情処理や評価を行う専門機関を設置して、保育
サービスの質の向上を図る。

設置ヵ所数
公立保育所

施設 0 7 7 7 5

平成23年度からは市内保育所全施設
に第三者委員会が設置され、保育所へ
の苦情に対し円滑かつ円満な解決を
図っています。

3
保育サービス向上のため、引き
続き継続が必要な事業です。

子育て対策課

1 （2） 11 第三者委員会の設置 ↓
設置ヵ所数
民間保育園

施設 14 14 14 14 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 11 第三者委員会の設置 ↓
設置ヵ所数
合計

施設 14 21 21 21 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
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基本
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基本
施策
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番号

計画
書記
載な
し

項目 （単位） 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
実施状況の
5段階評価

事業実施の現状と課題

今後の
展開
（27～
31年

今後の展開についてのコメント
（理由・内容を記入）

事業の評価指
標と目標値

担当課
事業・施策内容

（目的・対象・内容等を記入)
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事業名
備考欄

（新たな施策展開の提案
など）

資料３ 

1 （2） 12
第三者評価制度の導
入

保育所サービスについて第三者委員会による評
価や助言を行うことにより、保育所における良質
かつ適切なサービスの提供を図る。

導入施設数
公立保育所

施設 0 0 0 0 2

第三者員会については、市内保育所
(園)の全施設において設置済みです
が、苦情解決についての対応としてお
り、第三者評価について導入している
施設はない状態です。今後も、第三者
評価の導入を推進していく必要があり

3
保育サービス向上のため、今
後も継続する必要がある事業
です。

子育て対策課

1 （2） 12
第三者評価制度の導
入

↓
導入施設数
民間保育園

施設 0 0 0 0 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 12
第三者評価制度の導
入

↓
導入施設数
合計

施設 0 0 0 0 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 13
幼稚園預かり保育の
充実

平日および長期休暇時等、通常の教育時間以外
に保育を行っている私立幼稚園に対して、一律
の補助を行う。

実施か所数 園 21 21 21 21 4

預かり保育事業は県私学助成の補助も
受けており、補助が重複しているため、
事業が中止になっても特に支障はない
と思われる。新制度移行にあたり、幼稚
園が認定こども園となった場合、預かり
保育は一時預かり事業に移行するた

4

新制度移行にあたり、幼稚園が
認定こども園となった場合、預
かり保育は一時預かり事業に
移行するため、事業縮小の見
込み。

子育て対策課

1 （2） 13
幼稚園預かり保育の
充実

↓ 利用人数（のべ） 人 7,419 7,246 7,263 7,810 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 14 認定子ども園の検討

平成24年8月に子ども・子育て関連3法が公布さ
れ、平成27年4月から子ども・子育て支援新制度
がスタートする予定。制度開始にあたり、従来の
認定こども園制度が改正されるため、新たな認
定こども園制度に合わせて、市内私立幼稚園・
保育園の認定こども園への移行を推進していく。

4

平成25年度に古河市子ども・子育て会
議を設置。認定こども園移行について、
会議での承認を得、26年度4月より4園
が認定こども園に移行した（従来制
度）。27年度4月からはさらに7園が認定
こども園へと移行予定。施設整備を伴う
園については補助事業あり（補助基準

2
引き続き認定こども園への移行
を進めていく。

子育て対策課

1 （2） 15
０・１・２保育ルーム
の推進

市が０１２保育ルームとして認定した保育施設等
において、3歳未満の乳幼児を保育し、年齢等の
条件によって補助を行う。

実施施設数 園 8 9 9 9 4

待機児童の解消に寄与している。新制
度移行にあたり、０１２保育ルームを実
施している幼稚園は認定こども園となっ
た場合、幼保連携型となるため、事業

4

新制度移行にあたり、０１２保育
ルームを実施している幼稚園
は認定こども園となった場合、
幼保連携型となるため、事業縮

子育て対策課

1 （2） 15
０・１・２保育ルーム
の推進

↓ 利用者数（のべ） 人 16675 20928 21764 21469 子育て対策課

1 （2） 16
ファミリー・サポート・
センター事業の推進

指定管理者、古河市社会福祉協議会で運営。
保育及び育児に関する多様な需要に対応するこ
とを目的に設置し、施設（育児支援）サービス、会
員同士による相互支援サービス、待機児童託児
サービス等の事業を実施。

施設サービス利
用者数

人 4263 3988 3483 4026 4009 3

施設サービス利用については、子育て
世帯の多様な需要に対応している。し
かし、相互支援活動利用については、
会員の地域的な偏り、高齢化等の課題
がある。

2
現在のサービスを推進するとと
もに、相互支援の充実を図って
いく。

相互支援活動において、
需要と供給のバランスが
取れているかを的確に把
握し、新たな人材の開拓
が必要である。

子育て対策課

1 （2） 16
ファミリー・サポート・
センター事業の推進

↓
施設サービス利
用時間（延べ）

時間 25800.5 22992.5 18134.5 23111 23622 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 16
ファミリー・サポート・
センター事業の推進

↓
相互支援活動利
用者数

人 45 39 46 38 34 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
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1 （2） 16
ファミリー・サポート・
センター事業の推進

↓
相互支援活動利
用回数

回 158 159 132 114 64 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 17
いばらき３人っこ家庭
応援事業

3人以上の子供を持つ多子世帯の経済的負担の
軽減を図るため、保育料を減額する。

対象児童数 人 37 50 167 132 149 4
子育てにおける負担軽減を図ることが
できる。

3
負担軽減のため現状維持に努
める。

子育て対策課

1 （2） 18
私立幼稚園就園奨励
費補助事業の実施

満３歳児、３歳児、４歳児、５歳児の園児を持つ
保護者の経済的負担を軽減するため、一部国の
補助金交付を受け、施設設置者を通し保護者の
保育料等を減免する。

実績額 円 204,499,100 208,858,800 212,593,300 232,817,900 4

毎年補助単価が上がっている。26年度
から補助対象枠も広がり、所得制限の
ない階層もできた。新制度移行にあた
り、幼稚園・認定こども園が施設型給付
の対象となった場合は保護者負担金が
改定され、就園奨励費はなくなる。その

4

新制度移行にあたり、幼稚園・
認定こども園が施設型給付の
対象となった場合は保護者負
担金が改定され、就園奨励費
はなくなる。そのため、事業縮
小の見込み。

子育て対策課

1 （2） 18
私立幼稚園就園奨励
費補助事業の実施

↓ 対象人数 人 2,096 2,046 2,027 2,052 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 19
公立保育所施設耐震
化の推進

入所児童の安全性の向上を目的として、施設の
耐震診断を行い、診断の結果耐震性に問題あり
との結果となった施設については、耐震補強又
は改築等により対応していく。

耐震診断実施施
設

施設 0 1 0 0 0 2

平成22年度耐震診断実施：第1保育所
平成24年度改築実施：第4保育所
児童の安全性を考慮し、順次公立保育
所の耐震診断等を実施しているが、幼
稚園の認定こども園への移行による定
員拡充状況も考慮し、定員設定も含め
て耐震補強又は改築を計画する必要が

2

幼稚園の認定こども園への移
行内容決定後、定員設定等を
考慮した上で、早急に児童の安
全性の向上の為、耐震診断に
より現況を確認の上、対応を行
う。

要耐震診断施
設：5施設
・第1保育所
・第4保育所
・第5保育所
・上辺見保育所
・関戸保育所

子育て対策課

1 （2） 19
公立保育所施設耐震
化の推進

↓
耐震補強又は改
築実施施設

施設 0 0 0 1 0 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 20
民間保育園保育士増
員の推進

「児童福祉施設（保育所）子育て支援体制緊急整
備事業（旧 民間保育所低年齢児保育体制緊急
整備事業）」の県事業要項に基づき、低年齢児保
育を充実させるため私立保育園に委託し、低年
齢児対応の保育士増員を推進する。

実施施設数 施設 10 10 9 9 4

「児童福祉施設（保育所）子育て支援体
制緊急整備事業（旧 民間保育所低年
齢児保育体制緊急整備事業）」は、県
単独の補助事業となっています。（補助
率は、県10/10です。）今後、県が補助
事業を廃止した場合、継続が困難にな

3
低年齢児保育充実のため、今
後も引き続き継続が必要な事
業です。

子育て対策課

1 （2） 20
民間保育園保育士増
員の推進

↓
事業に係る新規
雇用者数

人 10 12 12 13 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （2） 20
民間保育園保育士増
員の推進

↓ 委託料 千円 13,940 16,228 18,890 22,212 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （3） 1 子育て広場
子育て中の親や子どもが気軽に集い、仲間づくり
を通して子育ての悩みを話し合ったり、お互いに
情報交換を行う。

実施施設数
公立保育所

施設 2 2 2 2 4

多くの保育所（園）・幼稚園が実施して
いることで、より身近な地域での子育て
支援サービスを提供しています。公立
保育所の実施施設数が少ないため、実
施について検討していく必要がありま

3
子育て支援施設のニーズが高
まっている中、事業を継続する
必要があると思われます。

子育て対策課

1 （3） 1 子育て広場 ↓
実施施設数
民間保育園

施設 7 7 7 7 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （3） 1 子育て広場 ↓
実施施設数
幼稚園

施設 18 18 19 19 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （3） 1 子育て広場 ↓
実施施設数
合計

施設 27 27 28 28 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （3） 2
育児サークル活動へ
の支援

子育て中の保護者同士の仲間作りを通して、育
児不安の解消と軽減を図ることを目的とする。市
内の子育てサークルなど市民の自主的な活動を
充実するための支援を行う。

3

子育てサークルの自主的な活動を推進
するための支援として、活動場所の無
償提供や必要に応じて物品の貸出等を
行う等を行っている。乳幼児健康相談
やいちごクラブ等の市の事業だけでな
く、地域子育て支援センターの充実を図
り、母親同士が集まる機会を通じて、自
主グループへとつながるように常に支

3

子育てサークル活動がより一
層活性化するよう、子育て応援
サイトの活用や情報の掲載、
サークル活動のＰＲが必要であ
る。引き続き、支援を行ってい
く。

健康づくり課

1 （3） 3
子育て自主グループ
の育成

子育ての孤立化の解消や情報交換等の場所な
ど、重要な役割を果たす自主グループの育成支
援を行う。平成21年度から三和地区に「子育て支
援センター」を設置したことにより、今後一層、自
主グループの育成を推進する。

4

民間保育園においては、自主グループ
の育成支援が行われていますが、グ
ループができない年もあるようです。公
立保育所での自主グループ育成支援
が未実施のため、推進を検討してく必

3
今後も引き続き継続が必要な
事業です。

子育て対策課

1 （3） 4 母親クラブ等の推進
地域における児童の健全育成のため、地域活動
を行う母親クラブの子育て支援事業を推進する。

子育て支援団体
数

団体 1 2 2 2 2 4

平成２３年度で茨城県民間児童館等活
動推進事業費補助金廃止により、平成
２４年度より市単独補助事業となった。
また、会員数が減少傾向にある。

3
子育て中の母親への支援は今
後も必要。会員の拡大により、
更に活発な活動を支援したい。

子育て対策課

1 （3） 4 母親クラブ等の推進 ↓
会員数
・さんわ母親クラ

人 44 28 28 25 23 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
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1 （3） 4 母親クラブ等の推進 ↓
会員数
・自然育児の会
よちよちクラブ

人 0 61 63 41 49 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （3） 4 母親クラブ等の推進 ↓
会員数
合計

人 44 89 91 66 72 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （4） 1 児童手当の支給

父母その他の保護者に支給することにより家庭
等における生活の安定に寄与するとともに、次代
の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
を目的とする。0歳から中学校修了まで支給とな
るが、3歳までは一人につき15,000円、それ以降
は10,000円。ただし第3子以降の小学生は15,000
円を支給する。所得制限限度額を超える場合は
特例給付とし、児童一人当たり5,000円支給され

支給対象児童延
人数

人 220,523 215,593 5
国の政策により実施。
子どもの育成のために、子育て世帯の
経済的な助けとなっている。

3 国の政策による。 子育て応援課

1 （4） 1 児童手当の支給 ↓
年間支給額（児童
手当、子ども手

千円 2,611,925 2,736,269 2,448,660 2,378,595 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て応援課

1 （4） 2 放課後児童クラブの充実
昼間、家庭に保護者がいない児童が、放課後安
心して生活できる環境を確保し、健全な育成を図
る。

児童数の推移
古河地区

人 368 340 362 388 407 4

全ての市内小学校区（２３）において児
童クラブの活動が行われている。＊児
童クラブ数　26
小学校３年生までの児童については受
入れを行っているが、４年生以上の児
童の受入れが困難な児童クラブもあ
る。
また、指導員の確保が困難な状況があ

2

定員を超えて入所申込がある
児童クラブについては、優先順
位を見極め施設整備、あるいは
空き教室の提供を受ける等待
機児童の解消を図っていく。
また、指導員の確保、質の向上
を図り、心身ともに健全な育成
をすすめる。

待機児童　”０” 子育て対策課

1 （4） 2 放課後児童クラブの充実 ↓ 総和地区 人 548 502 529 501 524 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （4） 2 放課後児童クラブの充実 ↓ 三和地区 人 201 228 266 251 271 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （4） 2 放課後児童クラブの充実 ↓ 合計 人 1117 1070 1157 1140 1202 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （4） 2 放課後児童クラブの充実 ↓ 待機児童数 人（5.1現在） 29 13 10 17 20 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （4） 3 放課後児童クラブの整備

老朽化した施設の改築や学校施設等の有効利
用を図りつつ、増加する入会希望児童数に対応
する為、適正な定員を確保できる施設の充実を
図る。

整備施設（小学校
校舎内移転）

小学校区 4 0 0 0 0 3

平成21年度：校舎内移転（八俣児童ｸﾗ
ﾌﾞ/駒込児童ｸﾗﾌﾞ/4小児童ｸﾗﾌﾞ/7小児
童ｸﾗﾌﾞ）
平成25年度：ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ内移転（1小
児童ｸﾗﾌﾞ）
平成23年度：施設新築（7小児童ｸﾗﾌﾞ）
平成24年度：施設新築（諸川児童ｸﾗﾌﾞ）
平成25年度：施設新築（6小児童ｸﾗﾌﾞ）
増加する入会希望児童数への対応及
び児童の安全性の向上の為、新築や
当該小学校余裕教室活用等施設整備
を進めているが、周辺事情により拡大

2

未だ入会希望に対して定員の
確保が困難な施設や老朽化等
安全性の確保が必要な施設も
存在する為、将来予測等を含
めて優先順位を見極めながら
施設の拡充に努める。

目標値：待機児
童0

子育て対策課

1 （4） 3 放課後児童クラブの整備 ↓ 整備施設（新築） 小学校区 1 0 1 1 1 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （4） 3 放課後児童クラブの整備 ↓ 待機児童数 人（5.1現在） 29 13 10 17 20 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （4） 4
子ども会育成会の支
援

異年齢児集団の中で子ども会活動を通じて連帯
意識を養う。次代を担う子ども達の主体性を育
て、子ども会活動の向上発展と健全な育成を
図っていくための支援をしていく。

子ども会児童加
入数

人 5,996 5,787 5,557 5,393 5,179 5

市子連全体としての宿泊交流会等の事
業と３支部事業、各小学区単位の事業
を実施している。少子化の影響で年々
児童数は減少し、子ども会の組織活動
ができずに休止、解散する地域が出て

3
引き続き、子ども会組織の支援
を行う。

生涯学習課

1 （4） 4
子ども会育成会の支
援

↓
子ども会児童加
入率

％ 73.63 71.03 71.57 69.45 ↓ ↓ ↓ ↓ 生涯学習課

1 （4） 5
地域コミュニティ推進
事業

　子どもから高齢者まで地域住民すべてを対象
に一体となった活動の実践を通して地域住民の
連帯感を醸成し一層の安心安全なまちづくりを進
める。
　市内２０の地区すべてにおいてコミュニティの設
立を目指し支援体制の一層の充実を図る。

コミュニティ団体
数

団体 6 6 6 12 15 4

現状としては各コミュニティ団体におい
て地域実情に合わせ学校等関係団体と
連携をとって支援事業を行っている。
実施事業：お祭り、演奏会等イベント事
業・三世代交流事業・防犯見守り事業・
防災訓練事業　等
課題としては役員の高齢化等に伴う人
材の確保、関係支援団体との連携体制

2

今後、市内２０地区に地区コミュ
ニティ団体の設立を目指し、市
内全域で各団体からの支援事
業を受けられるような体制をつ
くる。

市内２０地区に
地区コミュティ
団体を設立。

市民協働課

1 （4） 6
青少年相談事業の充
実

青少年の交友関係や学校生活、いじめなどの悩
み事について、専用のフリーダイヤルにより古河
市青少年センター職員（特別青少年相談員を含
む）により電話相談を受け、悩み事の解消に努め
る。また、非常勤特別職の特別青少年相談員を
配置し、面接相談や電話相談を実施する。

電話相談受付件
数

件 16 16 11 21 8 5

相談者が匿名性を希望することから電
話相談が主となっており、職員も研修会
に参加するなど応対技術の習得に励ん
でいる。

3
継続して事業を実施する必要
がある。

生涯学習課

1 （4） 6
青少年相談事業の充
実

↓
特別青少年相談
員

名 1 1 1 1 1 ↓ ↓ ↓ ↓ 生涯学習課

1 （4） 7 街頭補導活動の推進

青少年の健全育成と非行等の未然防止のため、
市内を定期的に巡回しながら、問題行動を起こし
そうな青少年の早期発見と青少年に対して指導
及び助言を行い青少年の健全育成に努める。ま
た、地域で開催している夏祭りや盆踊り、運動会

定期バトロール実
施回数

回 102 96 95 97 5

一班、５から６名の相談員による夜間、
昼間の定期パトロールと夏祭り等での
特別パトロールを実施し、青少年への
声かけを行っている。近年頻発している
不審者出没に対し迅速な対応が求めら

3
引き続き、パトロールを実施し
ていく。

生涯学習課

1 （4） 7 街頭補導活動の推進 ↓
特別パトロール実
施回数

回 27 27 31 29 ↓ ↓ ↓ ↓ 生涯学習課

1 （4） 8
ケータイ・ネット安全
利用等に関する研修

各中学校で生徒会等が中心となり、ケータイ・
ネットの危険性や安全利用についての研修会を
年１回実施する。また、技術・家庭科で、情報モラ
ルに関する学習を実施する。

4 市内各中学校で実施している。 3
スマートフォンの普及により、研
修の重要性が高まっており、継
続的な実施が必要である。

指導課
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し

項目 （単位） 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
実施状況の
5段階評価

事業実施の現状と課題

今後の
展開
（27～
31年

今後の展開についてのコメント
（理由・内容を記入）

事業の評価指
標と目標値

担当課
事業・施策内容

（目的・対象・内容等を記入)
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1 （4） 9 スポーツ活動の充実

市や古河市体育協会（任意団体）が主催となり、
各種スポーツ大会、イベントを開催し、市民がス
ポーツに親しむ機会をつくり、市民の健康増進と
地域の振興を図る。

市主催各種ス
ポーツ大会参加
者数

人 27,500 35,759 36,136 4

スポーツを通じて健康増進、地域及び
市民間の融和が図れている。
今後の課題として、時代の動向、必要
性に応じた事業展開（スポーツ大会等）
を企画する必要がある。

3

日常生活において、スポーツ活
動は幅広い世代にわたって健
康の維持増進、コニュニケー
ションを図ることができるので継
続。

市主催各種ス
ポーツ大会へ
の市民の参加
率を30％とす
る。

スポーツ振興課

1 （4） 9 スポーツ活動の充実 ↓
市主催各種ス
ポーツ大会への
市民の参加率

％ 19.02 24.81 24.84 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ スポーツ振興課

1 （4） 10 こどもまつりの実施

「青少年のための古河市民会議」の主催により、
ボランティア団体や学校等の協力を得て、模擬
店・展示コーナー等の各種ブースを設けたりス
テージ発表などのイベントを開催し、子どもたち
の社会参加を促進する。

参加団体数 団体 22 29 中止 21 26 5

ゴールデンウィーク前半の土曜に３地
区会場持ち回りで実施。まつり自体は、
古河市全体として開催しているが、各地
区からの出展を募る形を取っている。開
催日に関して学校事業等との調整に課

3
引き続き、開催場所は持ち回り
で実施する。

生涯学習課

1 （4） 11 国際教育交流の推進

異国の生活（ホームステイ）を体験することで、そ
の国の歴史や文化にふれ、人々と交流すること
により国際交流を促進すると共に、国際性豊か
な人材を育てる。

三河市訪問中学
生数

人 0 0 0 0 0 2

中国三河市との交流は平成7年の旧総
和町から続いており、訪問中学生数は
述べ173人、受け入れ中学生数は述べ
155人に上る。平成22年度以降は、尖
閣諸島問題や東日本大震災等の影響
により交流が途絶えていた。25年度に
成人のみの訪問がなされ交流が再開さ
れたが、中学生による教育交流は未だ
復活していない。
国家間の関係や中国国内の事情もあ

5

子ども・子育て支援法第61条
（市町村子ども・子育て支援事
業計画）で定める内容にそぐわ
ないとの判断から。

なし 企画課

1 （4） 11 国際教育交流の推進 ↓
古河市受入れ三
河市中学生数

人 16 0 0 0 0 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 企画課

1 （4） 12
青少年のための科学
の祭典

子どもたちが楽しみながら多様な科学の実体験
を通し、科学に対する関心を高め、科学する心を
育み、次代を担う青少年の育成を図る。実行委
員及び運営委員会が主体となって、市内小中学
校をはじめ、市外からも多くの一般・企業・大学
が出展し、一般市民や児童生徒が創造性あふれ
る実験・工作を体験できる貴重な機会づくりを提

出展テーマ数 テーマ 64 64 65 64 5

11月の第2土曜日に中央運動公園体育
館を会場に実施。出展テーマのマンネ
リ化を防ぐことが、例年の課題となって
いる。また、会場の収容も限界に来てお
り、スペースの確保も課題となってい
る。

3
引き続き、青少年が触れ合う機
会を提供し、健全育成に努めて
いく。

生涯学習課

1 （4） 12
青少年のための科学
の祭典

↓
市内小中学校参
加率

％ 100 100 100 100 100 ↓ ↓ ↓ ↓ 生涯学習課

1 （4） 13 科学大好きスタンプラリー

博物館等の自然科学施設をめぐるスタンプラリー
を通じて、科学的な体験活動を行い、科学する喜
びを味わいながら科学への興味や関心を高め
る。集めたスタンプの数により、賞状等を授与し、

4 県事業。平成２３年度で事業終了。 5 指導課

1 （4） 14 図書館資料館まつり
おはなし会、朗読会、人形劇、映画会、おりがみ
教室等を実施し、子供から大人までの図書館利
用を促進する。11月に2日間開催。

4
本イベントを開催するに当たってのス
タッフの確保。

3 現状維持。 三和図書館資料館

1 （4） 15
わたらせ水辺の楽校
推進事業

水辺を利用して、子どもたちが自然及び水辺の
生き物と触れ合い学習する場として、また市民の
憩い、癒しの場として広く活用する。

小学生を対象とし
た自然体験イベン
ト
年間開催件数

回 2 4 4 5

小学生を対象とした自然体験イベント
を、年4回程度実施しており、参加者に
は好評である。
また、市民に対しては憩いの場、癒しの
場として開放している。

3

自然体験イベントに参加した小
学生からは、渡良瀬川付近に
生息する植物、魚、鳥等の名前
を覚えるなどして、自然に親し
むことができたとの声が多く聞
かれた。今後も河川や自然に
親しむ体験学習を実施していく

平成23年度の事業は、震
災の影響により回数を減
らして実施

生涯学習課

1 （4） 15
わたらせ水辺の楽校
推進事業

↓
参加者数（年間の
参加延べ人数）

人 76 264 236 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 生涯学習課

6/26



古河市次世代育成支援地域行動計画（後期）　施策進捗状況確認一覧

基本
目標

基本
施策

事業
番号

計画
書記
載な
し

項目 （単位） 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
実施状況の
5段階評価

事業実施の現状と課題

今後の
展開
（27～
31年

今後の展開についてのコメント
（理由・内容を記入）

事業の評価指
標と目標値

担当課
事業・施策内容

（目的・対象・内容等を記入)
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1 （4） 16 親子ふれあい教室の実施

小学校の親子対象。日頃から共働きなどでなか
なかできない親子での楽しい協働作業を通して
親子の触れ合いを図る。

1
H23年度より公民館講座に移行したた
め現在生涯学習では事業未実施

5
H23年度より公民館講座に移行
したため廃止とした。

H23年度より公民館講座
に移行したため廃止とし
た。
なお、廃止してからも市内
各小中学校で組織する家
庭教育学級の活動の中
で、親子で実施する講座

生涯学習課

1 （4） 17
子どもを対象とした
講座の充実

定期講座に子どもの創造性や好奇心を養うため
の講座を実施する。また、公民館を中心に、親子
のふれあいの場として環境づくりに取り組む。
＜現況＞
H25年度前期講座　東公民館　　　　　  親子  7組
　　　　　 後期講座　ユーセンター総和　親子16組

4

親子対象の講座を企画しても、申込者
少数により開催できないことが多い
（H25年度は4講座企画して2講座開
催）。

3
今後も継続して、親子で参加で
きる講座を実施していく。

施設管理課

1 （4） 18
校庭開放等学校施設
の活用

学校施設（学校体育施設）を利用するために登
録された10人以上のスポーツ団体が、市内小学
校23校、中学校6校を利用し、継続的にスポーツ
ができるように開放している。

延べ利用者数 人 352,622 326,514 350,664 4

利用者数も増加し、利用要望は今後も
増加することが予想される。（使用料が
有料公園施設と比較して安価であり、
地域に密着している。）また、施設が老
朽化しているので改修の必要がある。

3
スポーツ活動の一拠点とし有効
活用されているので、今後も継
続していく必要がある。

校庭開放等学
校施設稼働率

スポーツ振興課

1 （4） 18
校庭開放等学校施設
の活用

↓ 登録団体数 団体 313 347 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ スポーツ振興課

1 （4） 19
スポーツ少年団活動
の支援

児童・生徒がスポーツ少年団の活動を通して、地
域的な交流機会が得られるとともに、体力の向
上、青少年の健全な育成を図る。

スポーツ少年団
団数

団 73 76 75 3

近年ではテレビゲームやインターネット
などのさまざまな情報メディアの普及に
より、室内の遊びが進行し
戸外で体を動かす機会が減少してい
る。また、スポーツ少年団への加入も減
少傾向にある。
今後、地域における子どもたちのス
ポーツ活動の奨励とスポーツ団体など
の育成に努めなければならない。

3

子どもたちのスポーツ活動の場
として寄与するため、今後も団
体活動の支援する必要があ
る。

・市内児童数に
対するスポーツ
少年団の加入
割合を２５％の
目標値とする。

スポーツ振興課

1 （4） 19
スポーツ少年団活動
の支援

↓
スポーツ少年団
団員数

人 1,774 1,758 1,577 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ スポーツ振興課

1 （4） 19
スポーツ少年団活動
の支援

↓
市内児童数に対
するスポーツ少年
団の加入割合

％ 22.7 23.3 20.9 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ スポーツ振興課

1 （4） 20
中学生卒業記念篆刻
作品制作

目的：古河市の特色である篆刻文化の継承およ
び普及促進を図るとともに、漢字に対する理解を
深める。
対象：古河市域の全中学校９校、３年生
内容：中学校に篆刻指導者を派遣し、授業の一

参加校数 校 8 7 8 9 4

市域の中学校全９校のうち８校が参加
し、Ｈ２５年度は境特別支援学校の中学
部３年生も参加している。篆刻指導者に
は篆刻の自主グループ「桃城印会」の
方々にご協力をいただいているが、高

3

１校のみ協力を得られていない
が、古河市独自の事業であり来
館者からも好評である。また博
物館運営協議会でも事業継続
を要請されている。

市域の中学校
全校の参加

文化課・篆刻美術館

1 （4） 20
中学生卒業記念篆刻
作品制作

↓ 参加者数 人 1,151 942 1,080 1,074 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 文化課・篆刻美術館

1 （4） 21 地元民俗芸能の継承
市が補助している民俗芸能保存団体が、定期的
に子どもたちへ指導・普及活動を実施する。

4

女沼ささら(古河市指定無形民俗文化
財)保存会の会員が指導者となり、下辺
見小学校において児童に教授し、その
成果をお祭りなどで披露している。小学
校を卒業した後もささらを続ける子ども
たちが少なく、保存会の後継者不足が

3
今後もこれまでどおり実施して
いく。

文化課

1 （4） 22 小学生古文字書道展

目的：現在の漢字のもととなる古文字（篆書体）
に親しむことにより、文字の成り立ちなど漢字に
対する興味を喚起する。
対象：古河市域の全小学校２３校、３年生から６
年生
内容：学年ごとに複数の課題文字を設定し、毛筆
による書作品を制作して篆刻美術館・三和資料

参加校数 校 23 23 23 23 5
市域の小学校全校の協力のもとに事業
を実施しており、書道教育という観点か
らも注目されている。

3

毎年市域の小学校全校が参加
しており、古河市独自の事業で
もある。また博物館運営協議会
からも事業を高く評価されてい
る。

市域の小学校
全校の参加

文化課・篆刻美術館

1 （4） 22 小学生古文字書道展 ↓ 参加者数 人 5275 5191 5153 5144 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 文化課・篆刻美術館

1 （5） 1
保育所地域活動事業
の推進

保育所地域活動事業の内、世代間交流事業、異
年齢児交流等事業、育児講座、育児と仕事の両
立支援等の事業を私立保育園が取り組む場合

世代間交流等事
業

カ所 9 9 9 9 9 3
核家族が増える中で、地域とのつなが
りを密にした世代を超えての交流は今
後重要なものとなる。

4
育児講座・育児と仕事両立支援
事業は廃止。

子育て対策課

1 （5） 1
保育所地域活動事業
の推進

↓
異年齢児交流事
業

カ所 4 5 5 5 5 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （5） 1
保育所地域活動事業
の推進

↓
育児講座・育児と
仕事両立支援事

カ所 1 1 2 3 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
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1 （5） 2 敬老参観
高齢者を敬う気持ちを養うため、保育所で入所児
童の祖父母を招待して敬老参観を実施する。

実施施設数
公立保育所

施設 3 3 3 3 4

敬老参観としての祖父母に限った行事
を実施している施設が減少傾向にあり
ます。理由としては、参加者数の低下、
祖父母が出席できない保護者からの意
見等があったためによるものです。未実
施の施設については、持ち帰ってプレ
ゼンできるようプレゼント製作の実施
や、別行事に父母だけでなく祖父母も
一緒に参加できるようにしています。ま
た、老人施設訪問等を行っている園も

3
引き続き事業を実施し、今後の
状況を見ていく必要があると思
われます。

子育て対策課

1 （5） 2 敬老参観 ↓
実施施設数
民間保育園

施設 6 4 3 3 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （5） 2 敬老参観 ↓
実施施設数
合計

施設 9 7 6 6 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （5） 3
幼児と小学校児童と
の交流

年齢の異なる児童との交流を通して豊かな感性
や好奇心、思考力を養うため、保育所と小学校と
の相互理解や連携を促進する。

実施施設数
公立保育所

施設 0 0 0 0 3
民間保育園での実施率は高いが、公立
保育所での実施施設がないため、実施
について今後検討していく必要がありま

3
保育所と小学校との連携のた
め、今後も引き続き継続してい
く必要がある事業です。

子育て対策課

1 （5） 3
幼児と小学校児童と
の交流

↓
実施施設数
民間保育園

施設 10 10 10 10 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （5） 3
幼児と小学校児童と
の交流

↓
実施施設数
合計

施設 10 10 10 10 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

1 （5） 4
世代間交流事業の推
進

保育所入所児童が老人福祉施設慰問等をし、交
流を図る。核家族が増える中で地域とのつながり
を密にした世代を超えての交流。

実施カ所数 カ所 9 9 9 9 9 3
世代間交流は、児童の社会性を培い規
範意識を形成するうえで、大変重要な
役割を担っている。

3
世代間交流を目的とした行事
や取組みを通じて子どもと大人
が気軽に交流できる機会の充

子育て対策課

1 1
古河市子育て応援サ
イト「ママフレ」

市ホームページトップに子育て応援サイト「ママフ
レ」の外部リンクを張り、古河市の子育てに関す
る情報を提供し、子育て支援を推進する。サイト
内協賛企業の広告収入があるため、市の費用負

アクセス数（2月） 146 4
チラシを関連窓口に設置または配布
し、周知に努めている。今後は内容の
充実と周知に努める。

2
内容の充実と周知に努めてい
く。

子育て対策課

1 1
古河市子育て応援サ
イト「ママフレ」

↓ アクセス数（3月） 2567 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

2 （1） 1
妊産婦医療福祉費支
給制度（マル福）

母子健康手帳を交付された妊産婦に、妊娠の継
続と安全な出産のために治療が必要と認められ
た疾病に限り、医療費の自己負担金を助成する
制度。

受給者数 人 144 132 679 713 674 4
県補助事業であり、負担割合は県・市１
／２。

3
すべての妊産婦が安心して妊
娠・出産するために、今後も継
続していく必要がある。

国保年金課

2 （1） 1
妊産婦医療福祉費支
給制度（マル福）

↓ 支給金額 千円 23,221 14,768 20,633 26,739 26,270 ↓ ↓ ↓ ↓ 国保年金課

2 （1） 2
乳幼児医療福祉費支
給制度（マル福）

０歳から小学校３年生までの小児に対し、医療費
の自己負担金を助成する制度。
※制度で定める所得制限額がある。

受給者数 人 7,380 10,513 10,578 10,362 10,210 4

県補助事業であり、負担割合は県・市１
／２。
平成２６年１０月１日より、外来：小学校
６年生まで、入院：中学校３年生までに

3

少子化対策は喫緊の課題であ
り、子育て世帯の経済的負担を
軽減するためにも、継続してい
く必要がある。

国保年金課

2 （1） 2
乳幼児医療福祉費支
給制度（マル福）

↓ 支給金額 千円 136,476 166,213 202,791 217,135 198,461 ↓ ↓ ↓ ↓ 国保年金課

2 （1） 3
 医療費助成制度（市
単独事業）

０歳から小学校３年生までの小児及び妊産婦の
うち、県制度（マル福）の所得制限額を超過して
いる者または小学校４年生から中学校３年生ま
での子どもに対し、医療費の自己負担金を助成

受給者数 人 8,010 9,507 9,244 9,250 8,082 4
平成２６年１０月１日より、１８歳に達す
る日以後、最初の３月３１日まで（高校
生相当）に拡大。

3

少子化対策は喫緊の課題であ
り、子育て世帯の経済的負担を
軽減するためにも、継続してい
く必要がある。

国保年金課

2 （1） 3
 医療費助成制度（市
単独事業）

↓ 支給金額 千円 101,650 130,692 120,655 128,413 124,750 ↓ ↓ ↓ ↓ 国保年金課

2 （1） 4 母子健康手帳の交付

妊娠・出産及び育児に関する母子の一貫した健
康記録であるとともに、妊産婦、乳幼児に関する
行政・保健・育児情報を提供する手帳を市内に住
所を有し、かつ妊娠届出をした者に対し、交付す
る。

母子健康手帳交
付者数

人 1245 1138 1133 1163 1140 5

母子の健康のために、早期届出の必要
性を呼びかけており、早期届出は９０％
以上になっている。現在、健康づくり課
と国保年金課（室）で母子手帳を交付し
ており、保健師の在籍しない国保年金
課（室）での母子手帳の交付が増えて
いる。ハイリスク妊婦を早期に発見する
ために、若年・高齢などのハイリスク要
因のある妊婦は健康づくり課に連絡を
してもらっている。ハイリスク妊婦の方
へは地区担当の保健師からすべての

3

母子の健康のためにも、早期
届出の重要性を周知し、妊娠
期から切れ目のない支援を
行っていく。

健康づくり課
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2 （1） 5 予防接種
接種を受けた個人に免疫をつけることにより、感
染症の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向
上を図る。

ヒブ（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ菌ｂ
型）初回接種（１回
目）

人 1,113 5

接種開始年齢、対象者、接種回数、間
隔等がワクチンにより異なるため、誤接
種の報告が医療機関からあり、いかに
誤接種を防ぐかが課題

2
・小児用インフルエンザ予防接
種の助成の検討
・水痘の定期接種化

健康づくり課

2 （1） 5 予防接種 ↓
小児用肺炎球菌
初回接種（１回目）

人 1,118 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 5 予防接種 ↓ ＢＣＧ（結核） 人 1,179 1,180 1,059 1,021 899 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 5 予防接種 ↓
四種混合　初回接
種（１回目）

人 374 1,060 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 5 予防接種 ↓ 三種混合　１期追加 人 1,102 1,223 1,181 1,112 1,088 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 5 予防接種 ↓
不活化ポリオ（小児
まひ）　初回接種（１
回目）

人 657 108 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 5 予防接種 ↓
ＭＲ（麻しん風しん
混合）　１期

人 1,130 1,139 1,149 1,090 1,051 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 5 予防接種 ↓
ＭＲ（麻しん風しん
混合）　２期

人 1,201 1,236 1,156 1,101 1,125 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 5 予防接種 ↓
日本脳炎　初回接
種（１回目）

人 405 1,780 2,513 2,061 1,531 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 5 予防接種 ↓
二種混合（ｼﾞﾌﾃﾘｱ・
破傷風）　初回接種
（１回目）

人 1,387 1,341 1,272 1,338 936 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 6 乳幼児健診

目的：発育や発達状況を確認し、疾病を早期発
見することで、適切な指導・早期治療につなげ、
乳幼児の健康保持や推進を図っている。
対象：３か月児健診は３～６か月未満の乳児、１
歳６か月児健診は１歳６か月～２歳未満の幼児、
３歳児健診は３～４歳の幼児
内容：集団健康診査

３か月児健診受
診者数

人 1,149 1,102 1,055 1,048 1,082 4

健康診査にて、月齢に応じた発育・発
達の確認を行い、疾病を早期発見し適
切な早期指導・早期治療を図っている。
対象月の未受診者には電話や訪問で
受診勧奨を行う。未受診者には電話や
家庭訪問により児の状況や養育環境の
確認をし、適切な指導を行っている。健
診では発育や発達、育児等に関する相
談が増えていることから、必要に応じて
健診後に電話や訪問等で親の育児支
援を行っている。
健診受診率が横ばいのため、必要性を
周知しながら受診勧奨を行っていく。ま
た、乳幼児の健康の保持増進や親の育

3
現状の回数を維持しながら、よ
り良い内容について検討してい
く。

健康づくり課

2 （1） 6 乳幼児健診 ↓
３か月児健診受
診率

％ 98.2 95.7 95.4 95.6 98.2 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 6 乳幼児健診 ↓
１歳６か月児健診
受診者数

人 1,180 1,167 1,122 1,085 1,003 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 6 乳幼児健診 ↓
１歳６か月児健診
受診率

％ 94.6 95.4 94.4 94.1 94.9 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 6 乳幼児健診 ↓
３歳児健診受診
者数

人 1,139 1,141 1,179 1,157 1,135 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 6 乳幼児健診 ↓
３歳児健診受診
率

％ 92.8 91.6 94 93.2 97 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 7
乳児一般健康診査受
診券の交付

市内に住所を有し、受診票交付申請書を提出し
た者に対し、委託医療機関で９～１１か月の乳児
健康診査を公費負担で受診できる受診票の交付

乳児健康診査交
付件数

人 1,403 1,215 1,245 1,331 1,269

妊娠届出時に、妊婦健康診査受診券と
一緒に交付している。また、該当月齢の
乳児の転入時や３～４か月児健康診査
等で９～１１か月児健康診査を周知して
いるが受診率は横ばいである。受診率
向上のために周知方法等をさらに検討

3
受診率がさらに向上するように
周知方法を検討していく。

健康づくり課

2 （1） 7
乳児一般健康診査受
診券の交付

↓
乳児健康診査受
診者数

人 728 667 726 721 756 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 7
乳児一般健康診査受
診券の交付

↓
乳児健康診査受
診率

％ 51.9 54.9 58.3 54.2 59.6 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 8
発達二次スクリーニ
ング→発達相談

目的：乳幼児健診や各種相談後の発達の遅れ
や偏りがみらえる乳幼児に対して、早期からの療
育や適切な育　　　　　・・・・・児が行われるように
相談、支援を行う。
内容：専門スタッフ（作業療法士・言語聴覚士・理
学療法士・心理相談員・保健師）による指導・相
談を行い、必・・・必要に応じて、医療機関、療育
機関、親子教室への紹介を行う。

発達相談 人 301 344 285 397 324 4

3歳児健診時未就園の場合、家では特
に心配がなかったが、集団生活に入っ
てから問題がでてくる場合が多く保育園
や幼稚園からの相談が多くなってきて
いる。、限られた時間の中で、それぞれ
の保護者の考えに寄り添いながら相談
を行うと、1日の相談件数が4件が限界
であり、予約待ちが長くなってきている。
また、相談後、受け入れ機関の数にも
限りある為、相談後のフォローも大切に

3

今後、ますます必要性の高い
事業になると思われるが、拡充
するにはスタッフの確保の問題
がある。現状を維持しつつ、担
当スタッフ、関係機関との連携
を密にし、保護者の意向に沿っ
た相談をしていく必要がある。

担当スタッフが
考える方向性
と、保護者の考
えが一致して、
対象児にとって
良い支援が受
けられる。

健康づくり課

2 （1） 9 小児生活習慣病健診

小児生活習慣病予防健診は、動脈硬化の進行
により、将来起こり得る心筋梗塞や脳梗塞を予防
するため、動脈硬化の危険因子をスクリーニング
して、危険性を本人に自覚させ、食事や運動を中
心として日常生活上での問題点を改善するよう
に指導し、健康教育として実施している。

小児生活習慣病
健診者数　小学
校

人 1288 1370 1342 1256 1258 4

小児期から不規則な食生活や運動不
足などにより肥満、高脂血病、糖尿病な
どが増えているので、正しい生活習慣
が必要である。

3

小児生活習慣病の改善の為、
健診による発見とスクリーニン
グによる本人への自営をうなが
す必要があるため、本事業を継
続して行う必要がある。

事業としては、
必要なものであ
り目標としては
小児生活習慣
病の児童・生徒
がなくなること
でありますが、
社会情勢、家
庭環境から難し
い面もあります
ので、少しでも
減らしていくよう

教育総務課学校給
食保健課

2 （1） 9 小児生活習慣病健診 ↓
小児生活習慣病
健診者数　中学

人 1336 1351 1314 1186 1185 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
教育総務課学校給
食保健課
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2 （1） 10 虫歯予防の啓発

健康な歯を作るためには、乳幼児期から口の中
の健康を保ち、虫歯を予防することが大切であ
る。乳幼児健診での歯科検診の実施と健診会場
において、正しい歯のみがき方、おやつの与え方
などについて虫歯予防のための教育を実施。

1歳６か月児　虫
歯の保有率

％ 2.24 2.49 2.85 1.47 3.09 4

　１歳６か月児健診、３歳児健診の受診
率は、それぞれ94.9％、97.0％と高いた
め、集団健診、虫歯予防のための集団
指導は有効である。また、虫歯の多い
児の親については個別相談にて、歯科
医院への受診勧奨、おやつの与え方、
歯磨きの大切さなどを指導している。
　しかし、３歳児の虫歯保有率は減少傾
向が見られるが、１歳６か月児の虫歯
保有率については、増加傾向が見られ
た。そのため、今後、歯が生え始める前
の時期から、虫歯予防の指導を行う必

3 健康づくり課

2 （1） 10 虫歯予防の啓発 ↓
３歳児　　虫歯の
保有率

％ 26.25 21.83 21.54 15.56 15.16 ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 11
妊婦一般健康診査
（医療機関）

妊娠届出、転入時に妊婦健康診査受診票を配
布、公費負担の受診票により、妊婦の経済的負
担の軽減を図り委託医療機関で１４回までの妊
婦健診を受けることができる。また、すべての妊
婦に対し公平にサービスが使えるように償還払

交付枚数 枚 16,126 16,342 17,267 16,641 4
安心して妊娠、出産を迎えられるよう支
援をしていく。早期に妊娠届出が出され
るよう、引き続きＰＲを行っていく。

3 健康づくり課

2 （1） 12 妊産婦健康相談

妊産婦の妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、
妊娠時期を健康に過ごし、安心して出産・育児に
臨むことができるようにすることを目的として、保
健婦や栄養士が、妊産婦の健康全般についての
相談（随時の面接や訪問、電話等）に応じてい
る。

面接相談（妊婦） 実／延（人） 774／780 550／550 345／351 670／670 506／506 4

妊娠届出時、必ずしも保健師等の専門
職が面接し、相談するとは限らないが、
市民の利便性を考慮し、市内4か所（担
当課及び保険年金課（保険窓口室））で
母子健康手帳を交付している。　そのた
め、ハイリスク妊産婦の把握が難しく
なっており、早期に細やかな支援をして
いくためにも、悩みを相談しやすい体制
づくりが課題である。

3

母子健康手帳交付時に専門職
の面接が実施できない点につ
いては、届出時にアンケートの
記入をしていただき、後日、支
援の必要な妊産婦について
は、専門職から電話や訪問で
のアプローチを実施する。妊産
婦の状況を早期に把握し、若年
妊婦や妊婦健康診査未受診、
望まない妊娠等のハイリスク妊
産婦に対しての、妊娠期からの

健康づくり課

2 （1） 12 妊産婦健康相談 ↓ 面接相談（産婦） 〃 75／98 70／87 67／77 36／54 34／34 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課
2 （1） 12 妊産婦健康相談 ↓ 電話相談（妊婦） 〃 112／117 98／99 98／118 87／99 168／176 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課
2 （1） 12 妊産婦健康相談 ↓ 電話相談（産婦） 〃 41／61 111／111 115／130 89／117 190／205 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 13 マタニティスクール

目的：妊娠・出産を安心して迎え、産後の育児に
役立つ準備教育とするとともに母親同士の親睦
を深め、交友関係の礎とする。
対象：妊娠届出をした受講希望者。
内容：年5回コース、1コース3回。

受講者数（実人数
／延人数）

実／延（人） 115／230 112／241 81／176 84／202 88／195 4

　正しい知識の普及に加え、母親同士
の親睦を深めることを目的として実施し
ている。継続して受講する人も多く、こ
れからの育児を行っていく友達づくりの
場ともなっている。また、助産師による
妊婦体操やよい母乳を出すための実
技、先輩ママとの交流は、今後の生活
を考える機会となっており好評である。

3

妊娠・出産を安心て迎え、産後
の育児に役立つ準備教育ととも
に母親同士の親睦を深められ
るよう、今後も内容を検討しな
がら、継続して実施していく。

健康づくり課

2 （1） 13 マタニティスクール
延人数の内訳（初
産／経産）

実／延（人） 202／28 202／39 139／37 163／39 176／19 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 14 離乳食指導

生後４～５か月（初期）、９～１１か月（後期）の乳
児とその保護者を対象に、離乳食の基本につい
ての講話、作り方や試食、個別相談を実施。離
乳食をすすめる際の注意点、月齢に適した離乳
食の与え方について指導。

参加者数 人 330 400 481 486 4

個別相談をすることにより、参加者の不
安や疑問が解決できている。実際に試
食することにより、固さや量などを確認
できるので好評である。また、母親同志
の交流を深める場にもなっている。

3 健康づくり課

2 （1） 15 乳幼児健康相談
対象：乳幼児とその保護者。目的：安心して育児
ができるよう支援し、すこやかな発育・発達を促
す。内容：身体計測、育児相談、栄養相談。

利用者数　実人
員/延人員

人 876/2692 836/2782 885/2,098 820/2158 782/2192 4

・予約がいらなく、計測や相談ができる
身近な機会となっている。保護者同士
の集いの場としての利用も多い。人数
が多い時には、待ち時間が長くなってし

3
今後も保護者が相談しやすい
機会としていくため、現状の実
施回数を維持していく。

健康づくり課

2 （1） 16 いちごクラブ

目的：楽しい育児ができるよう母親同士の交流を
図り、育児不安を軽減する。
対象：マタニティスクールを受講した母と子
内容：年5回、1コース1回

実施回数 回 6 6 5 5 5 4
　マタニティスクールの同窓会として、母
親同士の交流の場となり、育児を軽減
する機会となっている。

3

事業への参加が仲間づくりとそ
の後の育児を前向きに取組め
るよう今後も内容を検討しなが
ら、継続して実施していく。

健康づくり課

2 （1） 16 いちごクラブ ↓
参加者数（母・子）
（実人数／延人

実／延（人） 114／114 106／106 74／74 87／87 98／98 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 16 いちごクラブ ↓
参加者数（母）（実
人数／延人数）

実／延（人） 57／57 53／53 37／37 43／43 49／49 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 16 いちごクラブ ↓
参加者数（子）（実
人数／延人数）

実／延（人） 57／57 53／53 37／37 44／44 49／49 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 17 両親学級

目的：生命が宿った時から、子どもを産み育てる
ための家庭の中での父親の役割りについて考え
る機会をもつとともに、夫婦の絆を強め共に子育
てをするとい認識を高める。
対象：妊娠届出をした夫婦の受講希望者
内容：年6回

受講者数 人 228 269 212 231 185 4

夫婦での参加が多く、専門講師による
講話、沐浴実習、お父さんの妊婦体験
などを通し、父親の役割や夫婦で育児
をしていくという姿勢が参加者の感想か
らもうかがえる。妊婦へ歯科保健に関
する取り組みが不十分である。

3

専門講師による講話、沐浴実
習、お父さんの妊婦体験は感
想から好評である。今後も内容
を検討しながら、継続して実施
していく。妊婦へ歯科保健に関
する取り組みについて内容を検
討し、実施していくことが必要。

健康づくり課

2 （1） 17 両親学級 ↓
（受講者数の内
訳）父

人 111 130 106 111 89 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 17 両親学級 ↓
（受講者数の内
訳）母

人 114 136 106 113 94 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 17 両親学級 ↓
（受講者数の内
訳）その他

人 3 3 0 7 2 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課
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2 （1） 18 事故防止等の啓発
母子に対してパンフレット等を配布し、誤飲、転
落・転倒、やけど等の子どもの事故予防のため
の啓発を行う。

4

乳幼児健診や離乳食教室など母子が
集まる場で、参加者全員に対してパンフ
レットを配布し、乳幼児健康相談・訪問
時などにおいても随時、個別で保健師
による情報提供を実施している。
また、出生後早期の事故防止のため、
妊娠時教育にて「ゆさぶられっこ症候
群」「ＳＩＤＳ」について盛り込み、妊娠期
より事故防止の意識を高めている。

3

月齢・年齢によっておこりやす
い事故の種類は変化するた
め、妊娠期から乳児期・幼児期
までの教育を今後も継続してい
く。

健康づくり課

2 （1） 19
規則正しい生活リズ
ムの啓発

目的：乳幼児期から規則正しい生活リズムを確
立する　　　　　　　　　　　　　対象：乳幼児
内容：乳幼児健診の問診票に就寝・起床時間の
設問を設け、それをもとに個別指導を行う。また
全員にパンフレット配布。就学時健診・食育講
話、出前講座「大きくな～れ」　も実施している。

4

乳幼児健診の問診票の設問に、就寝・
起床時間を入れることで、保護者へ早
寝早起きの動機づけを行っているが、
親の生活スタイルに合わせた遅寝遅起
きの子どもは、少なくなく、更に、保護者
への意識づけが必要である。

3

乳幼児期からの生活習慣の乱
れは、食生活の乱れにもつなが
り、発育発達に影響を及ぼして
くる。心とからだの健全な成長
を促すために、今後も規則正し
い生活リズムの必要性を周知し
ていく。

食育推進基本
計画（Ｈ24～26
年度）　早寝早
起きの時間（3
歳児）　　H25実
績　朝7時まで
に起きる
28.1％、夜9時
までに寝る
17.6％、　Ｈ26
年度目標値
朝7時までに起
きる　25.0％、
夜9時までに寝

健康づくり課

2 （1） 20
健康づくり協力員事
業

子育ての経験を活かした健康づくり協力員によ
る、気軽に話せる相談者として育児相談や育児
支援等を行う。

訪問活動 件 183 182 132 145 159 4

平成26年度は協力員数133名。行政と
住民とのパイプ役として2年任期で活動
している。月1回の定例会、訪問活動
（こんにちは赤ちゃん訪問）、乳幼児健
康診査時の協力、広報活動（各種保健
事業のPR）と幅広く活動している。
訪問活動では、25年度の訪問実績は
159件である。地域での子育て支援につ
ながっており、今後も更なる活躍が望ま
れている。また、健康づくり協力員の活
動周知が十分でないため、今後、活動
をスムーズに展開するためにも、積極

3

地域での身近な相談者として、
今後も行政と住民のパイプ役と
して2年任期で活動が望まれ
る。

健康づくり課

2 （1） 20
健康づくり協力員事
業

↓
乳幼児健診協力
状況

人 102 97 95 98 97 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 21 育児電話相談

目的：妊産婦・乳幼児などの相談を行い、健康の
保持・増進を図る
対象者：相談・助言を必要としている妊産婦・乳
幼児など
内容：妊産婦・乳幼児などの健康相談・育児相
談・栄養相談など

妊婦　（実人員/
延人員）

112/117 98/99 98/118 87/99 168/176

相談実績は経年的に横ばいであるが、
子育てに自信がもてない母親が増えて
いる印象を受けている。母親にとって気
軽に相談できる身近な相談窓口であり
たい。

3

今後も電話相談事業を通して
子育てに関するアドバイスし、
母親をサポートするとともに、母
親が自立して楽しく子育てがで
きるよう、相談・支援を行ってい
きたい。

健康づくり課

2 （1） 21 育児電話相談 ↓
産婦　（実人員/
延人員）

41/61 111/111 115/130 89/117 190/205 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 21 育児電話相談 ↓
乳児　（実人員/
延人員）

521/561 535/570 455/535 257/374 272/340 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 21 育児電話相談 ↓
幼児　（実人員/
延人員）

751/822 647/714 448/567 406/642 371/524 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 21 育児電話相談 ↓
その他　(小学生
や思春期など)

15/15 34/35 17/24 35/35 3/3 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 21 育児電話相談 ↓ 計 1,440/1,576 1,425/1,529 1,133/1,374 874/1,267 1,004/1,248 ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 22
家庭訪問支援事業
(妊婦・乳児･幼児)

家庭訪問により、妊産婦・乳幼児等の健康相談、
情報提供を行い、健康の保持増進を図る。

妊婦　（実人員/
延人員）

人 11/19 14/18 15/15 17/19 25/38 4

・妊娠中から支援が必要と思われる家
庭には訪問を行っている。・乳児家庭全
戸訪問事業として、生後4か月までの乳
児のいる家庭に訪問している。国の目
標である実施率100％に近づけるため、
保健師、看護師、助産師による訪問と、
第2子以降については、健康づくり協力
員に依頼している。　幼児期において
も、発達や育児の相談、健診の受診勧

3

育児不安を抱える家庭や、養
育状況に課題を抱える家庭は
増加している。また課題の背景
も複雑化しており、訪問により、
直接保護者や子どもと会うこと
で、より適切な支援に繋げてい
くことが必要である。

・乳児家庭全戸
訪問は、国の
目標値１００％
に近づくよう実
施していく。・健
診の未受診者
の未把握者の
減少。

・訪問数には、乳児家庭
全戸訪問数及び養育支援
訪問数を含む。

健康づくり課

2 （1） 22
家庭訪問支援事業
(妊婦・乳児･幼児)

↓
産婦　（実人員/
延人員）

人 885/950 962/1,037 931/998 1,045/1,086 1,064/1,111 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 22
家庭訪問支援事業
(妊婦・乳児･幼児)

↓
新生児（低体重児
除く）　（実人員/
延人員）

人 146/153 117/125 75/79 100/106 74/80 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 22
家庭訪問支援事業
(妊婦・乳児･幼児)

↓
乳児　（実人員/
延人員）

人 788/854 852/931 859/922 911/986 990/1,069 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 22
家庭訪問支援事業
(妊婦・乳児･幼児)

↓
幼児　（実人員/
延人員）

人 349/441 303/381 303/396 369/495 458/604 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （1） 22
家庭訪問支援事業
(妊婦・乳児･幼児)

↓ その他、不明不在 人 19/29 87/91 155/196 199/231 145/181 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （2） 1 保育所給食の充実

保育所調理師による献立会議を開催、栄養計算
等をし、給食の充実を図る。衛生面に配慮し、さ
らに子どもたちの喜ぶおいしい給食を提供して行
けるように努める。保護者参加による試食会や給
食見本の提示など、保育所での食育指導を工夫

給食に関する満
足度（回答「満足」
のみ）
　第一保育所

％ 82 69 83 79 4

毎月の献立会議や保育所での食育指
導により、給食の満足度は年々上がっ
ています。更に、入所児童及び保護者
の方に満足してもらえる給食を提供でき
るよう努めていきます。

3
給食充実のため、今後も引き続
き継続していく必要がある事業
です。

子育て対策課

2 （2） 1 保育所給食の充実 ↓ 第二保育所 ％ 78 66 70 71 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

2 （2） 1 保育所給食の充実 ↓ 第三保育所 ％ 73 76 78 66 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
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基本
目標

基本
施策

事業
番号

計画
書記
載な
し

項目 （単位） 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
実施状況の
5段階評価

事業実施の現状と課題

今後の
展開
（27～
31年

今後の展開についてのコメント
（理由・内容を記入）

事業の評価指
標と目標値

担当課
事業・施策内容

（目的・対象・内容等を記入)

計画における位置付け 事業実績の推移 ↓５ 十分   ４ ある程度   ３ あまり十分でない   ２ 不十分   １ 未実施 ↓１ 新規・方針変更   ２ 拡充   ３ 現状維持   ４ 縮小   ５ 廃止・計画外

事業名
備考欄

（新たな施策展開の提案
など）

資料３ 

2 （2） 1 保育所給食の充実 ↓ 第四保育所 ％ 77 70 78 92 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

2 （2） 1 保育所給食の充実 ↓ 第五保育所 ％ 81 84 77 89 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

2 （2） 1 保育所給食の充実 ↓ 上辺見保育所 ％ 74 77 72 67 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

2 （2） 1 保育所給食の充実 ↓ 関戸保育所 ％ 62 82 74 76 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

2 （2） 1 保育所給食の充実 ↓ 保育所平均 ％ 75 75 76 77 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

2 （2） 2
食生活改善推進員活
動

食を通しての健康づくりの推進
食生活改善推進
会員数

人 148 134 127 127 124 4

平成26年度は会員６９名。平成22年に
支部制を廃止する予定であったが、改
正していない。会員の高齢化や活動参
加者の減少により、活動は年々縮小し
ているが事務局の負担が増加傾向にあ
る。また、支部の定例会拠点についても
定着していないため、今後は支部の統
合や活動方法についての検討を図る。

4

支部制を廃止し統合することに
より、組織の縮小となるが、統
合後は会員の質の向上を目指
し、再教育した上で事務局と一
体化となる新たな組織体制をつ
くる。

平成２７年支部
制を廃止し、翌
年統合する。

健康づくり課

2 （2） 2
食生活改善推進員活
動

↓
食生活改善推進
員定例会・研修会

回 89 72 51 42 39 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課
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目標
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計画
書記
載な
し
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実施状況の
5段階評価

事業実施の現状と課題

今後の
展開
（27～
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事業名
備考欄

（新たな施策展開の提案
など）

資料３ 

2 （2） 2
食生活改善推進員活
動

↓
食生活改善推進
員定例会参加者

人（延） 1559 1481 1309 1167 1099 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （2） 2 食生活改善推進員活 ↓ 地区伝達活動回 回 33 39 33 30 29 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （2） 2
食生活改善推進員活
動

↓
地区伝達活動受
講者

人（延） 745 886 729 687 707 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （2） 3
就学時健診・食育講
話

子どもの食生活の乱れ（朝食欠食、肥満傾向の
増加、生活習慣病の低年齢化や家族と食卓を囲
む機会の減少による心のゆがみなど）の改善に
ついて、就学前の保護者を対象に、食育講話を
実施。現代の食生活の特徴やおやつの糖分など
についてを媒体を使用し、実施している。

参加者数 人 0 1,156 1,194 1,220 5

媒体を使用することにより、理解がしや
すくなり、食事の大切さに気付いてもら
うことができた。特に飲み物の糖分につ
いては関心度が高く、小学校入学前に
食生活を見直す良いきっかけになって
いる。

3 健康づくり課

2 （2） 4
「広報こが」による食
育の啓発

食育はあらゆる世代に必要なことであり、市民自
らの食について振り返り、正しい食習慣を実施し
ていくための知識を普及するために広報誌への
掲載は効果的であることから継続をしていく。

食育特集 回 1 1 4

食育基本計画に基づいた事業を展開
し、食育に関して常に市民の関心が向く
ように広報を活用し、情報を掲載する。
また、食生活改善推進協議会による生
活習慣病予防に関する料理を掲載し、

3 健康づくり課

2 （2） 4
「広報こが」による食
育の啓発

↓ 健康百科 回 3 2 2 2 2 ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （2） 4
「広報こが」による食
育の啓発

↓
今月の料理（食生
活改善推進協議
会）

回 12 12 12 12 12 ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 （2） 5
ヘルスサポーター養
成

健康日本２１の目標達成を目指し、すべての住
民が自分の健康指標に基づき自己実現を目指
す活動として、食生活改善推進員が健康づくり支
援者（ヘルスサポーター）を育成し、健康づくりを
進める事業。平成２０年度以後、県の補助事業で

1 5 健康づくり課

2 （2） 6 学校給食の充実

１．学校給食施設の整備と衛生管理・効率的運
営
①学校給食センターの整備・推進　②自校給食
の運営管理　③給食施設の衛生管理の徹底　④
効率的な給食施設の運営
２．食育や地産地消による学校給食の推進
①食育の推進　②家庭や地域との連携　③地元
産品の活用

年間延べ給食数 食 1,207,172 1,192,961 1,129,422 3

・新学校給食センターの稼働に伴う、円
滑な事業に実施
・新学校給食センターのアレルギー対
応の実施

3

アレルギー除去食の提供に向
け、現状を把握し、学校や関係
機関と連携をはかり進めてい
く。

・新学校給食セ
ンター建設によ
り、安全で安心
な学校給食を
提供でき、今ま
での3施設の給
食センターの老
朽化やそれに
伴い衛生管理
など、様々な面
で問題が解消
された。
・調理業務民間
委託が導入で

学校給食保健課

2 （2） 6 学校給食の充実 ↓ 年間給食事業費 千円 88,843 212,673 1,515,007 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 学校給食保健課

2 （2） 6 学校給食の充実 ↓
一食当たりの給
食事業費

円 359 365 375 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 学校給食保健課

2 （2） 7 学校における食育の推進

家庭・学校・地域と結びついた食育に関する指導
法のあり方を研究する。研究指定校を設け、食
育に関する研究を進める。栄養教諭を中心とした
食育推進について研究を進める。

4
栄養教諭の人数が少ないため、研修の
充実を図るには、工夫が必要である。

3

研修を行うと子どもたちの給食
の食べ残しが減る等、食育の
効果も表れるため、継続的な実
施が必要である。

指導課

2 （2） 8 親子食育教室

食の大切さや楽しさを学び、様々な経験を通じて
「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し
健全な食生活を実践できるよう、幼児期の子ども
とその保護者を対象に、親子で一緒に食育遊び
を実施。その後、幼児期に苦手な野菜を克服で
きるよう、野菜を使った料理を試食し、食事相談

参加人数 人 55 4

野菜が苦手な子も野菜を食べることが
でき、保護者の喜んでいるでいる様子
が見られた。乳児期から学童期は、食
習慣の基礎を養う大切な時期なので、
今後は学童期を対象にした教室も実施
していく必要がある。

3 健康づくり課

2 （3） 1 学校禁煙教育の充実
小中学生を対象とした専門職による禁煙教育を
開く。

4
禁煙教室を市内小中学校で開催してい
る。

3
喫煙は薬物依存症への入り口
であり、それを防止するために
も禁煙教育は継続して行う必要

指導課
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2 （3） 2 思春期教育の実施

目的：いのちの大切さを学ぶことにより、、望まな
い妊娠の防止や、乳幼児虐待を防止する。
対象：学生
内容：市内中学校、依頼のあった高校における
「いのちの教育」。胎児モデルや赤ちゃん人形な
どを使って、体　　　験を交えながらの講話。
「乳幼児ふれあい交流事業」　「いのちの教育」
と、子育ての実習。実際に乳幼児のお世話の体
験。

小学校における
教育

（回　／人） 　３／３７５ 　２／２５９ 4

24年度以前は、学校における教育につ
いては、依頼があったところだけに行っ
ていたが、中学生については、25年度
から、市内中学校全学校と連携をし、実
施している。また、教育の前後で行うア
ンケートで事業評価を行い、全体的に
は、教育の効果が認められる。さらに問
題を抱えている生徒の個別支援を、学
校と連携を取りながら、サポートできる
ようにしていきたい。「乳幼児ふれあい
交流事業」は、事業は定着してきたが、
中高生の参加人数にばらつきがあり、

3

以前から若年妊婦の多さにつ
いての課題はあったが、ここ２
～３年問題を抱えた、若年妊婦
がさらに増加している。また、育
児不安を抱える母親の増加、
児童虐待の増加など、子育て
に関する課題が多く、中学生の
ころから、いのちの大切さにつ
いて考える機会は重要であり、
今後も継続して実施していく必
要があると考えられるため

・市内の中学校
9校全校に実施
できること
・教育の実施前
後にするアン
ケートで、自己
肯定感が高くな
ること

指導課・健康づくり
課

2 （3） 2 思春期教育の実施 ↓ 中学校　　〃 〃 　１／１３７ 　１　／145 　２／４３７ 　９／９５７ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
指導課・健康づくり
課

2 （3） 2 思春期教育の実施 ↓ 高校　　　〃 〃 　２／１５８３ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
指導課・健康づくり
課

2 （3） 2 思春期教育の実施 ↓ 専門学校 〃 　１／１７ 　１／１８ 　１／２５ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
指導課・健康づくり
課

2 （3） 2 思春期教育の実施 ↓
乳幼児ふれあい
体験事業

〃 　１／２１ 　１／２０ 　３／５８ 　３／９３ 　３／６３ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
指導課・健康づくり
課

2 （3） 2 思春期教育の実施 ↓ 　　　　　　　　合計 〃 　５／５３３ 　５／４４１ 　４／76 　８／２１３８ 　12／１０２０ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
指導課・健康づくり
課

2 （3） 3 心の相談

心の悩み、対人関係がうまくいかない、ひきこも
り、アルコール依存などの心の健康相談を月1
回、専門医、保健師により実施している。また、
随時電話による相談（保健師）も実施している。
必要に応じ、面接や訪問も実施している。

心の健康相談来
所者数

15 17 20 24 18 3

思春期のみを対象にしている事業では
ないため、思春期の相談実績は少な
い。25年度の心の健康相談利用者とし
ては、39歳以下は10件、そのうち10代
の相談は２件となっている。30～40代の
若い働き世代の相談が多くなっている。
また、心の問題を抱えながら妊娠・出
産・子育てをしている若い世代もあり、
若い世代への介入は必要と思われる。
現在、赤ちゃん訪問時に産後鬱の質問
紙を実施し必要時は医療機関の紹介を

3

県で実施している心の健康相
談やひきこもり専門相談、電話
相談事業等とも連携をはかり、
市で実施している心の健康相
談等について事業の周知をは
かり事業を継続していく。子育
て世代に対しては、赤ちゃん訪
問時に産後うつの傾向につい
て質問紙により確認し、必要な
医療へとつなげていく他、地域
の中での孤立化を防ぐ取組を

健康づくり課

2 （3） 4
薬物乱用防止活動の
充実

県との連携をはかり、薬物防止指導員古河地区
協議会総会や大型スーパー店においてヤング街
頭キャンペーンに参加している。また、薬物乱用
防止に関するポスターを掲示している。喫煙のリ
スクや禁煙の必要性等について、健康教育の場
において情報提供し、禁煙の必要性について広
報（健康百科）やホームページにて知識の普及・

3

県や学校教育等の関係機関と連携を
はかりながら、支援・協力していく。今後
は、子育てをしている若い世代に対して
の教育も充実させていきたい。

3

現在、市内の小中学校では薬
物や禁煙に関する教育が実施
されている。健康づくり課として
は、関係機関との連携を図るほ
か、健康教育の機会に禁煙等
について情報提供していきた
い。

指導課・健康づくり
課

2 （3） 4
薬物乱用防止活動の
充実

シンナー・接着剤等の取扱店を巡回し、取扱者の
薬物乱用についての意識の啓蒙を図る。市内の
小中学校すべてにおいて、薬物乱用防止教育を

4
体育や特別活動の時間に、薬物乱用防
止に関する授業を実施している。養護
教諭や警察と連携し、実施している。

3
中学生になると、薬物に興味を
持つ生徒も出てくるため、防止
のためにも活動の継続が必要

指導課・健康づくり
課

2 （4） 1
出産育児一時金直接
支払制度

目的：医療機関が被保険者に代わって、保険者
に『出産育児一時金』の支給申請及び受取を直
接行うことにより、被保険者が医療機関へ支払う
出産費用の負担を軽減する。
対象者：被保険者が出産したとき、当該被保険者
の属する世帯の世帯主。
内容：被保険者が出産（死産12週）をした場合、
分娩機関が産科医療補償制度に加入していると
きは1人につき42万円、加入していないときは39
万円を支給する。

申請件数 件 263 258 252 245 225 4

国の法令等に基づき行っている事業で
あり、出産時の経済的負担軽減のため
の唯一の制度で
あることから、継続実施していく必要が
ある。

3

出産育児一時金の支給により、
出産にかかる費用の負担を軽
減し、安心して出産できる
環境整備を図るため、これまで
どおり継続する必要がある。

国保年金課

2 （4） 1
出産育児一時金直接
支払制度

↓
支給額(産科補償
なし)

円 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 ↓ ↓ ↓ ↓ 国保年金課

2 （4） 1
出産育児一時金直接
支払制度

↓
支給額(産科補償
あり)

円 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ↓ ↓ ↓ ↓ 国保年金課

2 （4） 1
出産育児一時金直接
支払制度

↓ 支給総額 千円 102,620 107,680 105,270 102,510 94,386 ↓ ↓ ↓ ↓ 国保年金課

2 （4） 2
小児救急医療輪番制
事業の充実

休日や夜間のおける小児救急患者に対応するた
め、西南地方広域市町村圏の病院群が輪番制
で小児科医等を配置し、救急医療を行う体制整

小児救急受診者
数（古河市）

人 5096 4111 3781 3608 3243 5 3
古河赤十字病院が輪番制に加
わったことにより365日体制が
確立した

健康づくり課
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2 （4） 3
障害児医療訓練事業
の充実

目的：障害を持つ子どもに対しての専門職による
訓練の提供
対象：肢体不自由児、言語発達遅滞児、発達遅
延児、発達障害児等
内容：福祉の森診療所において、理学療法士1名
あるいは言語聴覚士1名により、
　　　　1回20分～60分、週1回～月1回程度の個
別小児理学療法,及び個別小児言語療法を提
供。

小児理学療法実
人員

人 34 38 47 41 41 3

○平成20年度は延べ人数が750人強で
あったのに対し、平成21年度は1,300人
強と2倍近くに増加。若干の変動はある
が年々増加傾向にあり、平成25年度に
は1,400人強と根強い需要がある。○特
に小児理学療法の対象者は、成長期に
変形や関節硬縮が引き起こされるた
め、就学で終了としたり、他の療育機関
への紹介ができにくく、今後も増加が見
込まれる。○近隣には小児リハビリを実
施している医療機関はあるものの、成
人と平行して事業展開しているため十
分にサービスの提供ができにくく当施設
が果たしている役割は大きい。

2

○健康づくり課と連携し発達に
遅れや偏りのあるお子さんの早
期療育のため二次健診を実施
しているが、現在受け皿の問題
で利用開始を遅らせたり、介入
期間の切り上げを余儀なくされ
ている。発達障害は将来の閉じ
こもりやニート等の社会問題の
背景になりやすく、適切な時期
に必要な期間の介入が不適応
行動を防止できる。○現在、小
児言語療法は原則就学で終了
であるが、就学後に新たに問題
が生じる場合も多く、就学後の
サービスの提供が今後は不可
欠である。○小児理学療法対
象者は、今後も漸増することが
予測され、近隣の医療機関と連
携し対応しても不十分である。

○肢体不自由
児については、
就学後も継続し
た理学療法の
提供が受けら
れること。頻度
は月2回以上確
保できること。
就学前は週1回
の頻度が提供
できること。○
増加する対象
児に対して、専
門職の増員を
計画的に行うこ
と。
○発達障害児
については、週
1回の治療を必
要期間継続で
きること。就学
後の問題にも
対応できるよ
う、　対象を就
学までに限らず
拡大すること。
○利用申請時
から1か月以内

○発達障害児の療育を古
河市の施設だけでなく、旧
総和地区、旧三和地区で
も必要な療育を提供でき
るようにする。○障害児医
療訓練は当診療所以外で
古河市内で青嵐荘療育
園、総和中央病院の2施
設のみしか実施していな
い。連携を取りながら勉強
会や情報交換会を継続し
て実施し、質の高い訓練
環境を整える必要性があ
る。○障害児医療と療育
は連携を取りながら実施
されるべきものであり、現
在ある児童発達支援事業
所のセンター化とともに、
三障害一元化し、障害児
者の支援を行う。また、民
間の児童発達支援事業所
との連携を行う。

福祉の森診療所

2 （4） 3
障害児医療訓練事業
の充実

↓ 延べ人員 人 861 884 1006 902 950 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 福祉の森診療所

2 （4） 3
障害児医療訓練事業
の充実

↓
小児言語療法実
人員

人 30 24 27 26 27 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 福祉の森診療所

2 （4） 3
障害児医療訓練事業
の充実

↓ 延べ人員 人 447 205 312 382 467 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 福祉の森診療所

2 （4） 4
茨城県不妊治療費補
助事業の啓発

県の事業として実施。不妊治療に係る経済的負
担の軽減を図るため治療費の一部を助成する。1
回の治療につき15万円まで。（治療内容により異
なる）26年度内に治療が終了した者が対象。制
度改正により助成対象範囲、年齢、助成回数の
変更について、26年度から一部施行し、28年度

5

窓口にチラシを置いたり、市広報に定
期的に掲載し周知している。相談窓口、
助成申請窓口が保健所となっているた
め古河市としての相談件数はほとんど
ないのが現状である。

3 健康づくり課

2 （4） 5 医療機関との連携
古河医師会など関係機関と連携を図りながら、
不足している産科や小児科の充実に努める。

4
小児科が新設されたが、急激な体調変
化を起こしやすい小児の場合は夜間救
急医療の充実が望まれる。

3
今後の医師確保や医療機関の
新設は医師会や医療圏との調
整が必要である。

健康づくり課

2 1 1 親子教室

目的：親子遊びを通じて、乳幼児の発達を促すと
ともに、保護者の子どもへの発達理解と愛着形
成を促す。療育してる機関における支援の必要
性について、経過観察の場にもなっている。対象
は経過観察の場になっている対象者：発達の遅
れや偏りの恐れのある幼児で幼稚園や保育園な
どの集団に所属していない児と保護者。　　　　内
容：親子遊びを中心に言語・運動・生活に関する

参加者数（実/延）
幼児

人 ２４/３３１ ２７/３３７ ３０/４５７ ２６/４４６ ２４/３０６ 4

子どもにとっては同年代の子と遊べる
楽しい場であり、保護者にとっては同じ
ような悩みを抱える保護者と集える場と
もなっている。また、個々の発達に合わ
せたきめ細やかな対応ができている。
対象者の人数や状況に合わせて実施
回数の見直しや、子育て支援センター
の活用や、療育機関との連携を図って

3
対象者の人数や状況に合わせ
ておこなうことができている

健康づくり課

2 1 1 親子教室 ↓
参加者数（実/延）
親

人 ２３/３３２ ２５/２９６ ２９/４５２ ２６/４４４ ２４/３３１ ↓ ↓ ↓ ↓ 健康づくり課

2 1 1
産前産後サポート事
業

家族等からの支援を受けることが難しく、社会か
ら孤立することで様々な問題が生じやすくなって
いる妊産婦を対象に、産前・産後の心身の負担
や育児不安の生じやすい時期に、安心して妊娠・
出産・育児に取り組めるよう、産前からの母子へ
の心身のケアや育児のサポートを実施し、負担
の軽減を図る。
対象：妊産婦
内容：①母子保健相談支援事業②産後ケア事業

1
平成２６年度９月～３月まで、モデル事
業として新規実施予定。

3

平成２６年度に国のモデル事業
として実施し、その結果を評価
しながらその後の事業展開を検
討してゆく。

事業の利用状況 健康づくり課

3 （1） 1
中・高校生が乳幼児
とふれ合う取り組み
の推進

保育所や幼稚園などの幼児施設等において、中
高生が乳幼児とふれ合う機会の推進を図るた
め、幼児施設等への体験学習（活動）などを行
い、生命の大切さや家庭の役割等についての理
解を深める。職場体験により中高生が子育てへ
の意識・関心を持つきっかけづくりとする。

5
各施設において、体験希望があれば受
入をおこなっています。

3
今後も、引き続き継続が必要な
事業です。

子育て対策課・指導
課

3 （1） 2 結婚相談事業の活用 社会福祉協議会で実施 子育て応援課

3 （1） 3
ハートフルパーティー
の活用

社会福祉協議会で実施 子育て応援課

3 （1） 4
親子のきずな再生事
業

家庭における親子のきずなを強化するために、
子守唄などを活用して、親子のきずな・ふれあい
づくりを県と連携してすすめる。

2

平成24年度まで保育所やヤンチャ森に
おいて子守唄を活用した子育て支援を
実施していました。平成25年度からは
子守唄指導員の退職により指導員不在
となり未実施となっています。事業継続
のためには指導員養成の必要がありま

3
今後も、引き続き継続が必要な
事業です。

子育て対策課

3 （2） 1
子どもの人権意識を
育むための授業研究
の推進

児童生徒の人権意識を高めるため、研修を通し
て教職員の資質の向上を図る。人権教育に関す
る授業研究会の実施等により、より一層の推進

4
講話や視聴覚教材等を通して、現在の
人権課題に対する認識を深め、学校に
おける人権教育の在り方に関する研修

3
児童生徒の人権意識を高める
には、教職員の資質の向上が
重要であり、継続して行う必要

指導課
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3 （2） 2 ALT配置事業
小中学校にＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し、小
学校外国語活動及び中学校英語科にお
いてＡＬＴを活用した授業を行う。

ALT配置人数 人 10 13 13 13 15 5

全小学校外国語活動の授業において，
十分にＡＬＴを活用した授業が展開さ
れ，中学校においては週４時間中２時
間以上はＡＬＴを活用した授業が展開さ
れており，授業の質を高めている。課題
としては業務委託なので，ＡＬＴに直接
指示命令ができない。会社を通して，Ａ
ＬＴに関してのことについては相談する

3

小学校２３校，中学校９校計３２
校において，小学校外国語活
動１クラス年間３５時間，中学校
英語科１クラス年間１４０時間の
授業において十分活用されて
おり，今後もＡＬＴを活用した授
業を望んでいる。

指導課

3 （2） 3 朝の読書活動の推進

読書を通して児童生徒の集中力を養い、また、
活字離れの解消を図るため、朝の自習の時間
に、１日を落ち着いた中で始められるように、ま
た、本が好きな児童生徒の育成を目指して実施

4
各小中学校で、朝の自習の時間に読書
の時間を設け、実施している。

3

読書活動は学力の向上にも欠
かせず、児童生徒の心の栄養
にもなるため、継続的な実施が
必要である。

指導課

3 （2） 4
環境教育推進事業の
実施

体験活動を通して環境問題に取り組む児童生徒
の育成を図る。「エコサポート隊」等を組織し、電
気の消し忘れや水道の蛇口の閉め忘れ等の確
認など、児童生徒の意識付けをする。今後も学
校の教育活動の中で環境教育を推進する。

4
各学校で、社会・理科・総合的な学習の
時間を中心として、学校教育全般にお
いて、環境教育を実施している。

4
環境問題に対して、興味関心を
持たせることは次世代を担う子
どもたちにとって重要である。

指導課

3 （2） 5
スクールカウンセ
ラー配置事業の活用

暴力行為、いじめ、不登校等の未然防止及び早
期発見、解決を図るため、スクールカウンセラー
配置事業（県費）により、全小中学校にスクール
カウンセラーを配置する。

カウンセラー人数
（緊急カウンセ
ラーも含む）

人 5 5 8 8 10 5

児童生徒、保護者へのカウンセリング
がほとんどであるが、教職員から自分
自身の児童生徒への関わり方や指導
法についての相談も多くなってきた。

3
今後はスクールカウンセラーの
配置日程についての微調整が
望まれる。

指導課

3 （2） 6
教育相談等事業の推
進

○相談者との人間関係を深め、気軽に相談でき
る環境の充実に努める。
○児童生徒の心の居場所を相談活動の中から
見いだせるよう援助する。
○発達障害児等に対する相談等を行い、情緒の
安定を図り、学校への適応を図る。
○不登校児童生徒等に対して、学校、家庭、地
域社会、関係諸機関との連携を図り、望ましい人
格形成を図る。

学校心の相談員
等

人 11 11 10 10 15 5

古河地区、総和地区、三和地区に教育
支援センターを設置し、様々な相談活
動を実施している。またホームスタ
ディーサポーターを家庭に派遣し、不登
校児童生徒等へ相談活動等を行い、児
童生徒の心の安定を図り、支援してい
る。またその保護者との連携により、不
登校児童生徒の減少やいじめの早期
発見、早期解消、発達

3

依然として不登校児童生徒が
増加しており、学校不適応行動
等への対応のみならず未然防
止を含めた事業の一層の充実
が必要である。

指導課

3 （2） 7
不登校解消モデル事
業の推進

不登校の解消及び未然防止を図るためのモデル
校を選定し、不登校解消支援教員を２名配置し、
不登校の解消及び未然防止に努める。

不登校解消支援
教員

人 2 2 2 2 2 5
中学校２校に不登校解消支援教員を県
より派遣し、不登校の解消及び未然防
止に対応している。

3
今後も茨城県教育委員会と連
携し、不登校児童生徒の解消
に努める。

指導課

3 （2） 8 学校評価制度の活用
教職員・保護者・児童生徒・地域住民により学校
を評価し、健全な学校運営を図る。

4
各校で学校評価を実施し、学校教育の
推進に努めている。

3
地域に信頼される学校づくりを
するためにも継続して実施して
いくべきである。

指導課

3 （2） 9
学校評議員制度の活
用

学校評議員は、保護者、学校協力者（地域住民
の代表など）により、各小中学校５名で組織し、
教育活動、地域社会、家庭及び学校との連携促
進など、学校運営について、学校長に提言を行

学校評議員委嘱
数

人 160 160 160 160 160 4
評議員の人材確保が難しくなっている
学校が出てきている。

3
教育活動の充実を図るため、
現状を維持し、引き続き活用に
努めていく。

教育総務課

3 （2） 10
みんなで進める友達
相談事業の推進

中学校における生徒同士での相談活動を推進す
るため、市主催の研修会を実施する。

4
県の事業、現在は実施していない。事
業廃止年度は不明。

5 指導課

3 （2） 11
スポーツエキスパー
ト活用事業の推進

平成25年度より、市の競技スポーツ力向上のた
め、市内在住者を対象（仮定）にトップアスリート
育成事業を
展開。
【補助要綱等未策定。】

補助該当事業数 事業 1 3

平成25年度より新規事業としてトップア
スリート育成事業として展開している
が、補助要綱及び
該当事業等が確立いない。

3

競技スポーツ力向上及び選手
発掘のために、今後、対象者を
明確にし、積極的に事業展開す
る必要がある。

・全国大会出場
件数
・全国大会入賞
（8位以上）件数
など

スポーツ振興課・指
導課

3 （2） 12 学校施設整備の推進

学校施設・設備の現状を把握し、必要に応じて修
繕・改修、耐震補強を行い、安全性の向上を図
る。
老朽度や緊急性を考慮して、計画的に実施す
る。

5

事業実施により安全性が向上した。
課題としては、突発的に費用が大きい
修繕が発生した場合に、修繕までに期
間を要することがある。
また全体的に老朽化しているため、設
備の更新工事に多額の費用を要する。

3

今後は武道場等の天井落下防
止対策、施設の維持管理や環
境整備、省エネ対策などを検討
していく。

平成27年度末
まで、古河市内
のすべての小
中学校の施設
について耐震
補強・改築工事
が完了予定。
（耐震化率

教育総務課

3 （2） 13
要・準要保護児童生
徒就学援助事業

経済的理由により、就学困難な児童生徒の保護
者に対し、就学に必要な費用（学用品、修学旅行
費、校外活動費、給食費、医療費などの一部）を
援助し、保護者の負担軽減を図る。

小学校要保護及
準要保護児童援
助事業費

千円 14,331 14,871 13,313 11,368 10,954 4

中学校要保護認定者を除き、要・準要
保護認定者は微減しているものの、市
内児童生徒数に対する要・準要保護認
定者の割合は、近年ほぼ横倍で推移し
ている。また、当事業実施により、生活
保護世帯に準ずる生活困窮世帯の児
童生徒保護者に対し、経済的負担を軽
減でき、義務教育の円滑な実施に寄与

3

事業の継続実施のほか、今後
も新入学児童生徒説明会など
で、就学援助制度に関するパン
フレットを保護者へ配布し、制
度の更なる周知を図る。

教育総務課
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施策
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し

項目 （単位） 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
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3 （2） 13
要・準要保護児童生
徒就学援助事業

↓
中学校要保護及
準要保護児童援
助事業費

千円 14,893 15,217 15,171 13,159 11,783 ↓ ↓ ↓ ↓ 教育総務課

3 （2） 13
要・準要保護児童生
徒就学援助事業

↓
小学校要保護認
定者数

人 102 97 94 91 ↓ ↓ ↓ ↓ 教育総務課

3 （2） 13
要・準要保護児童生
徒就学援助事業

↓
小学校準要保護
認定者数

人 266 231 201 194 ↓ ↓ ↓ ↓ 教育総務課

3 （2） 13
要・準要保護児童生
徒就学援助事業

↓
中学校要保護認
定者数

人 50 65 86 92 ↓ ↓ ↓ ↓ 教育総務課

3 （2） 13
要・準要保護児童生
徒就学援助事業

↓
中学校準要保護
認定者数

人 166 159 133 117 ↓ ↓ ↓ ↓ 教育総務課

3 （2） 14 職場体験事業の推進
職場体験を通して、中学生に生きる力と進路選
択の機会を与える。

4
市内各中学校において、2年生を対象
に2～4日間の職場体験を実施してい
る。

3
キャリア教育を推進する上で重
要な取り組みであり、継続して
行う必要がある。

指導課

3 （2） 15
教育活動指導員の配
置

教育活動指導員として、非常勤講師を各小学校
に１名ずつ、中学校に２名ずつ配置し、ティーム
ティーチング
方式等により、児童の学習到達度に応じたきめ
細かな教科指導・生徒指導を実施する。

教育活動指導員 人 23 23 23 23 23 5

授業の理解到達度の差に応じた指導
やきめ細かな生徒指導を実施すること
により、学習意欲の向上と基礎的・基本
的な学習内容の確実な定着が図れて
いる。

3

学校からの意見として，基礎・
基本の定着を図るテスト等に向
上が見られる。理解度に差の出
る科目においてＴＴ方式を入れ
ることで、習熟度別指導や個別
指導が充実し、児童の学習へ
の基礎・基本の定着を進めるこ

指導課

3 （2） 16 教員の体育実技研修
授業研究や実技研修を通して、指導方法や指導
体制の工夫改善を図り、子どもの健康増進に役

4
県主催の体育実技研修会を実施してい
る。

3
児童生徒の健康づくり、体力増
進のためにも必要である。

指導課

3 （2） 17 道徳教育の充実
道徳の時間の前後に道徳的体験活動を行い、道
徳教育の充実を図る。

4
各校で、道徳の年間計画を作成し、道
徳の時間を中心にして、学校教育全般
で道徳教育の推進に努めている。

3
豊かな心と健やかな体を創るた
めに、道徳教育の充実は必要
である。

指導課

3 （2） 18 教育研究会事業
市内全小中学校で全教科・領域にわたり教委行
く研究会を組織し、児童生徒の学力向上や生徒
指導の充実を目指して研究実践を進めるための

4
各教育研究部で、年2回程度授業研究
を実施している。

3
児童生徒の学力の向上等に関
し、教職員の資質の向上を図る
ことは重要である。

指導課

3 （2） 19
特色ある学校づくり
の推進

市の豊かな自然環境や風土を生かし、地域に根
差した特色ある学校づくりを推進する。全校あげ
てのボランティア活動やあいさつ運動、地域の伝
統芸能を地域の方々と一緒に発表するなど、今
後も各校で創意工夫し、地域の方々と推進して

4
年1回のあいさつ運動や中学校におけ
るボランティア活動を年に数回実施し、
地域との連携を図っている。

3
地域と連携した活動は、児童生
徒の豊かな心を育むため、大
変重要である。

指導課

3 （2） 20
幼・保・小連絡協議会
の推進

幼稚園・保育所・小学校教職員による連携を深
め、交流を行いながら互いの資質の向上を図
る。

4
各小学校で幼稚園・保育所と連携し、未
就学児童の情報の共有を図っている。

3
入学予定の未就学児の様子を
共有することで、入学後の生活
がスムーズに行われるために

指導課

3 （3） 1
子育て学習講座の充
実

子育ての学習をするとともに講座を通して保護者
同士の交流を図る。日頃の子育てについて主に
乳幼児の子どもがいる保護者同士が楽しみなが
ら一緒に子育て等を考える「参加型学習会」を多
く取り入れて行う。

乳幼児ふれあい
交流事業参加数
（保護者）

人 72 81 4

子育てに携わっていく次世代の子ども
たちが、保護者の協力のもと、実際に
乳幼児と触れ合う体験をする「中高生
乳幼児ふれあい交流事業」を実施して
いる。この体験を通して命の大切さや子
育てについて学び、家庭教育に関心を

3

「家庭教育」は子どもの人格形
成の観点からも教育の原点とも
いえるものであるので、若い世
代にも家庭教育に関心を持た
せることは重要なことであり、今
後も継続的に事業を実施してい

生涯学習課

3 （3） 1
子育て学習講座の充
実

↓
乳幼児ふれあい
交流事業参加数
（乳幼児）

人 82 88 ↓ ↓ ↓ ↓ 生涯学習課

3 （3） 1
子育て学習講座の充
実

↓
乳幼児ふれあい
交流事業参加数
（中高生）

人 92 63 ↓ ↓ ↓ ↓ 生涯学習課
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3 （3） 2 家庭教育学級の充実

親としての責任や子どもの対応等を同じ学級の
保護者と考えることで、心豊かな家庭のあり方に
ついて考える。地域によって家庭教育学級に対
する考え方の違いがあるため、情報交換会や推
進委員交流会を充実させる。平成20年に作成さ
れた古河市版「親学習プログラム」である「ハート
フルファミリー・親楽ブック」は、平成25年度に改
訂委員会を発足し、内容を検討し改訂版「親楽
ブック」を作成した。

家庭教育学級
学級数

学級 95 101 111 5

次世代を担う子供たちの健全育成のた
め、小中学校における家庭教育学級活
動を活発にし、また充実したものにする
ための支援をしており、学級数は年々
増加している。
また、平成25年度に改訂した「親楽ブッ
ク」を活用した保護者向けの参加型学
習会を積極的に推進し、家庭教育力の
向上に努めている。

2

家庭教育学級の学級数は年々
増加傾向であり、保護者の家庭
教育に関する関心は高いと思
われる。「家庭教育」は子どもの
人格形成のためにも必要不可
欠のものであるので、今後も継
続的に事業を実施していく必要
がある。また、社会的に現在大
きな問題となっている「メディア
との関わり方」や「人権教育」に
ついても、今後改訂した「親楽
ブック」を活用し、更なる家庭教

生涯学習課

3 （3） 2 家庭教育学級の充実 ↓
家庭教育学級で
の親楽ブック学習
会件数

件 5 6 8 32 ↓ ↓ ↓ ↓ 生涯学習課

3 （3） 2 家庭教育学級の充実 ↓
家庭教育学級で
の親楽ブック学習
会参加者数

人 88 99 115 713 ↓ ↓ ↓ ↓ 生涯学習課

3 （3） 3
｢地域のおじさんおば
さん運動｣の充実

地域で子どもを守ることを目的にあいさつ、声か
け運動を実施する。「地域の子どもは地域で守り
育てる」という考えのもとで「地域のおじさん、お
ばさん」を募集し、自転車等にプレートを提示して
もらい、声かけや不審者から子どもたちを守る。

1
もともと旧古河市の事業であり、実施す
るにあたって地域差もあることから合併
後、市としての取り組みはしていない。

5
今後も市としての取り組みは行
わない。

生涯学習課

3 （3） 4
生涯学習指導者情報
提供事業

地域の活動の中で親子体験活動やグループ活
動に講師、を紹介し、情報提供に努める。

指導者情報提供
申請件数

件（人） 28 4

市ホームページにより生涯学習指導バ
ンク制度の周知を行い、指導者の募集
や登録講師の紹介等の情報提供を
行っている。
家庭教育学級においては、保護者が行
う講座や親子体験等の指導者に関する
問い合わせに対し、その都度情報を提

3

引き続き、指導者バンク制度の
周知を行い、指導者の募集や
登録講師の紹介を行っていく。
また各公民館等へ指導者バン
ク登録の冊子を配置し、保護者
が利用しやすい環境を整え正
確な情報の提供に努めていく。

生涯学習課

3 （3） 5
子ども週末活動支援
事業(エンジョイサタ
デー)

土曜日等の週末を中心に、学校や公共施設・公
園等に子どもが安全かつ安心に活動できる居場
所（活動拠点）を設け、地域の大人やＰＴＡ、老人
会等の支援者の協力のもとで、スポーツ活動や
文化活動、奉仕活動などの様々な体験体験活動
を通して地域住民との交流活動を行う。

エンジョイサタ
デー実施回数

回 64 60 67 84 96 5

学区ごとに事業を実施しているが、実働
団体が様々であり参加者が一部の団体
構成員に偏ってしまうケースも見受けら
れる。

2
市内23全学区への拡大を目指
している。

生涯学習課

3 （3） 5
子ども週末活動支援
事業(エンジョイサタ

↓
エンジョイサタ
デー実施学区数

学区 9 12 17 16 17 ↓ ↓ ↓ ↓ 生涯学習課

3 （3） 6
ジュニアリーダーズ
サークル「ダンデライ
オン」の支援

中高生の社会教育における奉仕活動の充実と
ジュニアリーダーの育成、異年齢間交流、学校間
交流の推進を図ることを目的に活動。市主催の
イベントや自然体験学習などにおいてスタッフと
して協力し、子どもたちのリーダーとして活動す

ダンデライオン会
員数

名 14 18 18 25 26 5

年数回のミーティングとワイルドダッ
シュ、姉妹都市交流等の事業にボラン
ティアとして参加しているが、部活や受
験、アルバイト等により、参加率が減る
傾向にある。

2
人材確保のためにも市内中高
生に継続して募集を行ってい
く。

生涯学習課

3 （3） 7 市民運動会の実施

市内三地区（三和・古河・総和）に分かれて、市
民を対象に行政自治会参加種目・団体種目・個
人種目等を
プログラム化し、心身の健全な向上と相互の融

三和地区市民運
動会競技参加及
び観覧者数

人 10,000 10,000 10,000 4

プログラムのマンネリ化や参加者の動
員が難航する等、諸問題を抱えている
ことから、今後、市民参加型の新しいス
ポーツイベントを企画・立案する必要も

1
今後、事業の見直しを予定（プ
ログラム変更または、新規イベ
ント。）

スポーツ振興課

3 （3） 7 市民運動会の実施 ↓
古河地区市民運
動会競技参加及
び観覧者数

人 3,000 3,000 3,000 ↓ ↓ ↓ ↓ スポーツ振興課

3 （3） 7 市民運動会の実施 ↓
総和地区市民運
動会競技参加及
び観覧者数

人 10,000 10,000 10,000 ↓ ↓ ↓ ↓ スポーツ振興課

3 （3） 8
スポーツ指導員養成
講座の充実

現在、未実施。 1 現在、未実施。 5 現在、実施予定なし。 スポーツ振興課

3 （3） 9
体育指導委員の育成
→（変更）スポーツ推
進委員の育成

古河市より委嘱されている、スポーツ推進委員
（平成26・27年度委嘱、24名）の指導力の向上を
図ることにより市民の生涯スポーツの推進を図
る。

スポーツ推進委
員活動事業数

事業 2 4 4 4

本来、自主的に学習会及び事業立案が
実施できるとよいが、市から健康推進
事業と称しウォークラリーや
体力測定会等当日の運営を主管として
担当している。
また、市主催スポーツイベントに協力団
体として参加。

3
スポーツ基本法に定めるス
ポーツ推進委員の職務につい
て今後も継続実施する。

スポーツ振興課

3 （3） 9
体育指導委員の育成
→（変更）スポーツ推
進委員の育成

↓
スポーツ推進委
員事業参加者数

人 40 68 77 ↓ ↓ ↓ ↓ スポーツ振興課

3 （3） 9
体育指導委員の育成
→（変更）スポーツ推
進委員の育成

↓
スポーツ推進委
員活動参加率

％ 74.1 65.4 73 ↓ ↓ ↓ ↓ スポーツ振興課

3 （3） 10 読み聞かせ活動

ボランティア（一部職員）による、おはなし会の開
催。三和図書館　月4回　古河図書館　月5回
中央公民館　月1回　中田公民館　月1回　ユー
センター総和　月2回

5 特になし。 3 現状維持。 図書館・公民館

3 （3） 11
子ども読書活動の推
進

・古河市子ども読書活動推進計画の策定
・ブックスタート事業を介した読書活動の推進

4
子ども読書活動推進計画における読書
に関するアンケートの集計等

3 計画の完成。 図書館

4 （1） 1
子育て世代の住環境
整備の検討

市営住宅を子育て環境に適した住宅に整備す
る。
　低廉な家賃で子育てに適した住宅を提供して
いるが、建物の老朽化が進んでいるため、古河
市住生活基本計画に基づき、子育て支援のため

市営住宅戸数（全
体）

戸 334 334 326 326 326 3

長期入居者が多く退去者が少ないが、
退去修繕時には３室ある和室のうち１
室を洋室とすることで子育てしやすく、
また入居者のニーズに合わせた環境に
整備している。

3

現状の市営住宅を長寿命化計
画に基づき修繕し、安全で安心
な住宅を維持しつつ、子育て環
境に適した住宅整備に努める

営繕住宅課

4 （1） 1
子育て世代の住環境
整備の検討

↓
市営住宅戸数（う
ち整備済）

戸 71 71 71 71 71 ↓ ↓ ↓ ↓ 営繕住宅課
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計画
書記
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し
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今後の
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（27～
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4 （1） 1
子育て世代の住環境
整備の検討

↓
市営住宅戸数（実
施）

戸 0 0 0 0 11 ↓ ↓ ↓ ↓ 営繕住宅課

4 （1） 2
安心、安全な公園づ
くり推進

子どもが安全で快適に公園を利用できるよう、遊
具の整備、施設の維持管理の充実を図る。
今後も地元住民の協力のもと、安全・安心な公園
づくりを行うとともに、イベント等に公園を使用し
ていただき、子どもたちのコミュニケーションづくり

遊具点検公園 箇所 178 179 3

開発行為により帰属される公園は年々
増加する一方で、既存公園の施設の老
朽化が進んでいる。また、2008年に遊
具の安全に関する基準の見直しがあ
り、安全を満たさない遊具が増えた。

3

既存公園で、老朽化による遊
具・施設の修繕や安全基準を
満たさない遊具の交換が多い
ため、修繕が間に合わない状
況である。

都市計画課

4 （1） 2
安心、安全な公園づ
くり推進

↓
遊具及び施設を
修繕した公園

箇所 77 70 ↓ ↓ ↓ ↓ 都市計画課

4 （1） 3
バリアフリーの幹線
道路づくり

市内各所を連絡する都市計画道路の整備にあ
たっては、子どもや車いすなどの通行も快適にで
きるゆとりある歩行空間の確保や段差の解消に
配慮し、整備を進めていく。

筑西幹線道路
L6.2㎞両側自歩
道W4.5m

ｍ 12,400 4

都市計画道路等幹線道路の新設整備
においては、セミフラット自転車歩行者
道を併設し、車道との段差解消に配慮
した整備を進めている。

2
幹線道路の整備に合わせ、段
差のない歩道整備を進める。

都市計画課

4 （1） 3
バリアフリーの幹線
道路づくり

↓
諸川谷貝線
L1.8km両側自歩
道W4.0m

ｍ 3,600 ↓ ↓ ↓ ↓ 都市計画課

4 （1） 3
バリアフリーの幹線
道路づくり

↓
大和田仁連線
L680m両側自歩
道W4.5m

ｍ 1,300 ↓ ↓ ↓ ↓ 都市計画課

4 （1） 3
バリアフリーの幹線
道路づくり

↓
桜町上辺見線
L438m両側自歩
道W3.5ｍ

ｍ 626 250 ↓ ↓ ↓ ↓ 都市計画課

4 （1） 3
バリアフリーの幹線
道路づくり

↓
旭町今泉線
L900m両側自歩
道W4.0ｍ

ｍ 1,800 ↓ ↓ ↓ ↓ 都市計画課

4 （1） 3
バリアフリーの幹線
道路づくり

↓
仁連江口線
L70m両側自歩道

ｍ 140 ↓ ↓ ↓ ↓ 都市計画課

4 （1） 3
バリアフリーの幹線
道路づくり

↓
西牛谷辺見線
L500m両側自歩
道W5.5ｍ

ｍ 1,000 ↓ ↓ ↓ ↓ 都市計画課

4 （1） 3
バリアフリーの幹線
道路づくり

↓
十間通りL1150m
両側自歩道W3.5

ｍ 2,300 ↓ ↓ ↓ ↓ 都市計画課

4 （1） 3
バリアフリーの幹線
道路づくり

↓
鍛冶町通り
L190m両側歩道

ｍ 340 ↓ ↓ ↓ ↓ 都市計画課

4 （1） 4
公共施設のバリアフ
リー化推進事業

公共施設等において、ベビーベット、ベビーキー
プ、授乳室等の設置など、子育て世帯が安心し
て利用できる環境整備を推進し、今後設置箇所
を増やしていく。

2

新たに大きな都市公園を設置するとき
には、ベビーキープまたはオムツ替え
ルームを設置するのは可能であるが、
既設公園のトイレに、ベビーキープまた
はオムツ替えルームを設置するのは、

3

ベビーキープまたはオムツ替え
ルーム等の設置については、
多くの利用者が見込まれる大き
な都市公園の設置に伴う場合
であると思われる。

財産活用課・都市計
画課・健康づくり課・
福祉総務課・生涯学
習課

4 （1） 4
公共施設のバリアフ
リー化推進事業

公共施設等において、ベビーベット、ベビーキー
プ、授乳室等の設置など、子育て世帯が安心し
て利用できる環境整備を推進し、今後設置箇所

5
次世代育成支援後期行動計画策定時
にすでに「健康の駅」では、おおよそ実
施済みである

5 すでに実施済みであるため 福祉総務課
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資料３ 

4 （1） 4
公共施設のバリアフ
リー化推進事業

子育て支援の一環として、施設内にベビーキー
プを設置

継続 継続 継続 継続 継続 4 特になし 3
必要な個所に設置してあり、利
用しやすい配置になっている

健康づくり課

4 （1） 5
環境浄化活動の推進
｢有害図書等自販機
の立入調査｣

青少年の健全育成を図るため、有害図書等を販
売する自販機の設置業者に対して立入調査を実
施し、有害図書等の除去等の指導を行う。

立入調査回数 回 1 1 1 1 1 5
業者協力のもと、市内2ヵ所の自販機立
入調査を行っている。

3
引き続き、年1回の立入調査を
実施していく。

生涯学習課

4 （1） 6
環境浄化活動の推進
｢白ポスト管理｣

青少年に害を及ぼすと思われる雑誌等の回収を
行い、青少年の社会環境浄化活動の推進を図

白ポスト設置数 箇所 2 2 2 2 2 5
概ね2ヶ月に一度、ＤＶＤや成人雑誌等
の回収を行っている。

3
引き続き、継続して実施していく
必要がある。

生涯学習課

4 （1） 7
環境浄化活動の推進
｢青少年の健全育成
に協力する店｣

青少年の関わりの深い店舗の社会環境浄化へ
の関心を高めるとともに、青少年の健全育成に
向けた協力体制の確立を図るため、青少年相談
員と連携しながら登録活動及び既登録店への啓

青少年の健全育
成に協力する店
舗数

220 249 246 257 261 5
7月から12月までの活動期間に新規店
舗への登録活動を実施している。

3
引き続き、新規店舗の登録に
向け活動していく。

生涯学習課

4 （2） 1 交通安全施設の整備

市内道路の危険個所に交通安全施設を整備す
るとともに施設の維持管理を適正にすることによ
り交通事故の発生を抑止する。
・カーブミラーの新設、維持管理により見通しを良
好にする。
・区画線の補修により通行帯を明確にし安全を図
る。
・道路照明施設の維持管理により夜間の通行危

カーブミラーの設
置

基 17 25 19 20 4

交通事故防止対策の一環として交通安
全施設の整備は必要不可欠となってい
るが、既設の老朽化が顕著のため第３
者被害を防止する観点から計画的に施
設の更新をする必要がある。

3 交通防犯課

4 （2） 1 交通安全施設の整備 ↓ 区画線補修 ｍ 17310 17248 18758 17369 ↓ ↓ ↓ 交通防犯課

4 （2） 2
通学路の安全確保
(教育総務課にて調
整し記載)

通学路の安全確保について情報を収集し、通学
路の安全点検を実施する。
交通規制、道路管理・整備などについて、関係機
関との意見交換を行うことにより、子どもたちの
安全で安心な登下校の通学路確保を図る。

4

通学路の総点検を平成24年度に実施。
対策の必要個所は小・中学校合わせて
57箇所であった。危険箇所については
通学路安全対策会議において調整し、
平成25年度末までに50箇所が対策済
みとなった。
　総点検での危険箇所以外でも随時、
通学路の危険箇所については学校・
PTA・地元の自治会長や区長と連絡を
とり要望書を提出いただき、古河警察
署、境工事事務所、及び市の担当部局

2
交通防犯課・教育総
務課

4 （2） 2 通学路の安全確保

通学路の安全確保について情報を収集し、通学
路の安全点検を実施する。
交通規制、道路管理・整備などについて、関係機
関との意見交換を行うことにより、子どもたちの
安全で安心な登下校の通学路確保を図る。

4

通学路の総点検を平成24年度に実施。
対策の必要個所は小・中学校合わせて
57箇所であった。危険箇所については
通学路安全対策会議において調整し、
平成25年度末までに50箇所が対策済
みとなった。
　総点検での危険箇所以外でも随時、
通学路の危険箇所については学校・
PTA・地元の自治会長や区長と連絡を
とり要望書を提出いただき、古河警察
署、境工事事務所、及び市の担当部局

3

総点検における対策箇所のう
ち、未実施の箇所については歩
道の整備など道路の拡幅が伴
うため時間を要する箇所もあ
る。総点検での危険箇所全て
が対策済みとなるよう引き続
き、地元の協力を得て早期改善
に努める。

交通防犯課・教育総
務課

4 （2） 3
安全・快適な道路整
備事業

安全で快適な交通を確保するため、歩道の整備
や老朽化した舗装・道路構造物などの適切な整
備や維持・管理を図ります。
また、対面通行や歩行者の通行、緊急活動や消
火活動に支障をきたす狭い道路を、地域住民の
理解のもと４ｍ以上の道路に整備します。

道路舗装率 ％ 59.04 59.45 59.80 60.14 60.51 4
道路の老朽化や道路の整備要望に対
応するため、安定的な予算の確保が必
要である。

3

市内にはいまだ多くの狭い道路
が存在している。
今後においても、いままで同様
安全性や快適性の向上を図る
ため、事業を進めていく必要が
ある。

第１次古河市
総合計画にお
いて、道路舗装
率を平成２８年
度に６１．００％
（県内市町村平
均値を参考とし
た）と目標値を
設定していると

道路整備課

4 （2） 3
安全・快適な道路整
備事業

↓ 道路改良率 ％ 49.99 50.53 50.94 51.28 51.60 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 道路整備課
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4 （2） 4
防犯に配慮した環境
整備

都市公園や市営住宅敷地内に防犯灯を整備し、
防犯対策を整える。また、市営住宅敷地内に不
審者対策の看板を設置する。

市営住宅敷地内
の防犯灯（整備
済）

塔 39 39 39 39 39 1
防犯灯と看板の現状を調査把握し、整
備計画の検討を行う必要がある。

3 課題を整備していく。
都市計画課・営繕住
宅課

4 （2） 4
防犯に配慮した環境
整備

↓
市営住宅敷地内
の防犯灯（新規整

塔 0 0 0 0 0 ↓ ↓ ↓ ↓
都市計画課・営繕住
宅課

4 （2） 4
防犯に配慮した環境
整備

↓
市営住宅敷地内
の不審者対策の
看板（整備済）

箇所 3 3 3 3 3 ↓ ↓ ↓ ↓
都市計画課・営繕住
宅課

4 （2） 4
防犯に配慮した環境
整備

↓
市営住宅敷地内
の不審者対策の
看板（新規整備）

箇所 0 0 0 0 0 ↓ ↓ ↓ ↓
都市計画課・営繕住
宅課

4 （2） 4
防犯に配慮した環境
整備

都市公園に園内灯を整備し、防犯対策を整え
る。

4

・公園園内灯の球切れ等は、自治会長
や近所の住民より連絡があり次第、修
繕を行っている。
・公園の樹木の枝等が、電灯の明かり
を遮ったりした場合は、樹木の剪定を随
時行っている。
・園内灯の球切れや樹木の枝切りは、
住民より連絡がないと、把握できない。

3
公園の園内灯は、維持管理で
きている。

都市計画課・営繕住
宅課

4 （2） 5 防犯灯の整備促進
防犯灯を整備し、暗がりを解消し犯罪及び事故
を未然に防止する。

防犯灯設置基数 基 50 40 76 38 60 5

防犯灯設置要綱に基づき設置可・不可
の判定し回答している。設置要望が多
く、設置工事ではＬＥＤ防犯灯を使用し
電気料金と球切れ等の修繕軽減を計っ
ている。
防犯灯設置要望については各行政自
治会に補助金制度を設け、設置から維
持管理まで各行政自治会で管理するこ
とで、設置要望の見直しが図られ、コス
トを抑える効果があると思われる。
既存の防犯灯（約12,000基以上あり）を

3 交通防犯課

5 （1） 1
講演会・セミナー等の
開催及び広報

男女共同参画に関する意識啓発を進めるために
セミナーや講演会を開催する。

啓発事業：セミ
ナー等の開催

回 3 3 4 5 4
男女共同参画について、市民に対する
幅広い推進を目指す。

3
意識啓発は継続して行う必要
がある。

人権男女共同参画
室

5 （1） 1
講演会・セミナー等の
開催及び広報

↓ （延べ参加者数） 人 320 476 475 687 ↓ ↓ ↓ ↓
人権男女共同参画
室

5 （1） 1
講演会・セミナー等の
開催及び広報

↓
男女共同参画
フォーラムの開催

回 1 1 ↓ ↓ ↓ ↓
人権男女共同参画
室

5 （1） 1
講演会・セミナー等の
開催及び広報

↓
（延べ参加者数）
※原則隔年開催

人 550 550 ↓ ↓ ↓ ↓
人権男女共同参画
室

5 （1） 2
働き方の見直しに関
する啓発

県が実施している、仕事と家庭の両立応援事業
や、子育て中の就職活動に対しての支援事業の
ＰＲパンフレット等により、サービス窓口の情報提
供を行う。

4

県等が実施する仕事と家庭の両立応援
施策や子育て中の就職活動に対する
支援策についてＰＲを行うことにより、情
報提供・サービス窓口の周知を行って

3
引き続き、県等と連携し、周知
を図っていきたい。

商工政策課

5 （1） 3
仕事と子育ての両立
のための広報・啓発・
情報提供

子育てをしている保護者が安心して仕事ができ
るよう、県などの関係機関と連携を図り、仕事と
子育ての両立のための情報提供などを行う。

4
ホームページ掲載、冊子や保育所・幼
稚園ガイドブック等による周知

3
引き続き、県等と連携し、仕事
と子育ての両立をするための情
報提供に努める。

子育て対策課

5 （2） 1
仕事と育児・介護の
両立の支援

県が実施する「子育てママ再就職支援事業」や
ハローワーク古河のマザーズコーナー等のＰＲ
パンフレットにより、子育て中の就職活動を支援
するサービス窓口の情報提供を行う。

4

妊娠、出産、育児等の理由で退職した
方のうち再就職を希望する方を対象
に、再就職のための準備として基礎知
識を身につけていただくために県が実
施している、「子育てママ再就職支援事
業」やハローワーク古河のマザーズ
コーナー等のＰＲパンフレットにより、子
育て中の就職活動を支援するサービス

3
引き続き県、ハローワークなど
と連携し、周知を図っていきた
い。

商工政策課
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5 （2） 2 産休明け保育の推進

出産後の養育者の就労と子育て両立支援のた
め、産休明け保育の実施を充実する。出産後の
保育所入所については、保護者のニーズに答え
るため、柔軟な対応をし、就労と子育ての両立を

4

出生前から受付すること等の方法によ
り、当該年度の乳児の途中入所希望数
について把握し計画的に入所できるよ
うにしている。

3

産・育休明け予約をすることに
より、仕事と育児の両立を図る
ことができるので現状を維持し
引き続き支援する。

子育て対策課

5 （2） 3
事業所内保育施設の
推進

保育需要が増加傾向にあることから、多様な
ニーズに対応できるよう、事業所内での保育施
設の推進を図る。また、適正な運営を図るための
指導監査業務を充実していく。

事業所内保育施
設設置数
病院内

施設 4 4 4 4 4

計画作成時には実施事業所は7施設で
したが、現在は10施設と増加しました。
また、市職員による児童監査の実施に
より、施設及び運営の改善指導を行っ

3
今後も引き続き継続が必要な
事業です。

子育て対策課

5 （2） 3
事業所内保育施設の
推進

↓ その他の事業所 施設 6 6 6 6 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

5 （2） 3
事業所内保育施設の
推進

↓ 合計 施設 10 10 10 10 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

5 （2） 4
事業所等における育
児休業制度の導入の
促進

労働時間の短縮を図るとともに、事業所等と協力
して育児休業を取得しやすい環境づくりや男性
の育児休業を取得しやすい環境づくりや男性の
育児取得のＰＲを図る。

男性の育児休業
取得率（事業所）
※男女共同参画
に関する意識調
査(N=72)

％ 2.9 14.3 4

工業会と連携し,企業に対し国の施策等
について情報提供、ＰＲを行っている。
意識調査の数値上では取得率は上昇
しているが、引き続きＰＲを図る。

3

政府のの主要施策に女性の活
躍が重要とあることから、男女
が共に仕事と育児を両立する
ためには、働き方の見直し、育
児休業制度導入促進は必要。

男性の育児取
得率について
は、目標値は
越えているが、
古河市全企業
に引き続きＰＲ

人権男女共同参画
室・商工政策課

6 （1） 1
幼児交通安全教室の
実施

子どもの発達段階ににより交通事故の状況も変
化しているために段階に応じた交通安全指導が
必要であり幼稚園、保育園児を対象にして交通
安全教室を行っている。
6月から7月にかけ市内全　　保育園幼稚園対象
に実施。

交通安全教室実
施幼稚園等の施
設数

施設 39 41 38 40 40 4 交通防犯課

6 （1） 2
児童・生徒の交通安
全教室の実施

子どもの発達段階により交通事故の状況も変化
しているために段階に応じた交通安全指導が必
要であり小中学生生徒を対象にして交通安全教
室を行っている。
小学校新入児童：道路の歩き方について
小学校3、4年生児童：自転車の点検・乗り方につ

市内小中学校交
通安全教室実施
校数

校 28 28 28 29 28 4

小学校では、新入学1年生と自転車運
転が許可される３～４年生・中学校では
新入学1年生を対象として交通安全教
室を各学校に案内し実施している。交
通安全の意識を持ってもらうには、多く
の生徒を対象にすべきだが全学年を対

3 交通防犯課

6 （1） 3 街頭立哨活動の推進

 交通安全関係団体における活動として立哨活動
を働きかけている。また、立哨活動時に必要とな
る立哨旗等を必要とされる人に対して無償貸与し
ている。
通学路において危険箇所の報告があった場合に
は、児童生徒の安全確保のため、随時、学校に

3
立哨指導は、地域・学校により対応が
様々であり把握していない。

3
教育総務課・指導
課・交通防犯課

6 （1） 4
チャイルドシートリサ
イクル促進事業の推
進

チャイルドシートの着用・再利用を促進することを
目的に不要になったチャイルドシートを登録して
再利用者に譲渡した場合に提供者に対して奨励
金を交付する制度である。

チャイルドシートリ
サイクル促進奨
励金交付件数

件 19 6 3 3 1 4

　現在では、チャイルドシートの使用率
は高まっている。
　この制度は、譲渡者と譲受け人とで話
し合ってもらうので希望タイプと違うなど
の理由で成立が難しい状況である。し
かし、チャイルドシートの再利用促進と
安全協会で行ってる貸出事業とで利用
者が選択出来るため現状維持する。

3 交通防犯課

6 （1） 5
チャイルドシートの貸
し出しの促進

古河地区安全協会にてチャイルドシートを短期間
（最長6か月以内）使用したい人に貸し出す事業
で、安全協会会員のみ利用できる。

チャイルドシート
貸出数（安全協
会）

件 4 3 2 1 7 4
平成24年度までは、取扱台数が少な
かったが増数してから短期間の利用限
定があるにもかかわらず利用数が増え

3 交通防犯課

6 （2） 1 防犯訓練の実施

保育所、小学校の不審者の侵入時における対処
訓練を実施する。施設の状況に沿った対応マ
ニュアルを作成し、訓練を実施する。また、緊急
連絡や対応体制を整えていく。

5

保育所・保育園の全施設において、不
審者対応マニュアルの作成及び防犯訓
練が実施されています。児童に関する
事件が多発している現在、今度も対応
体制を強化していく必要があります。

3
今後も引き続き継続が必要な
事業です。

子育て福祉課・指導
課

6 （2） 2
防犯情報ネットワー
クの推進

幼児・児童・生徒の安全確保に関する防犯情報
ネットワークを推進する。茨城県不審者情報シス
テムに各学校からの書き込みによる情報の共有
化の推進を図る。発生した事件・事故においては
学校同士での情報の伝達（FAX）、保護者への文
書通知などにより注意喚起を図るほか、教育委
員会から携帯電話等にメール機能を利用して不

2

本事業のうち、市が主導で運用する携
帯電話等を活用したメール配信システ
ムは、保護者負担（315円/人）を必要と
しており、登録者数の増加が見込めな
い。これによりメール配信の内容は極
めて限定的となり、連絡手段の補助的
な役割にとどまっている。

1

本事業は、児童生徒の安全確
保に大きく貢献する事業である
ことは明白であり、継続が妥当
である。しかしながら運用する
システムの妥当性は検討の必
要があり、低コスト且つ利便性
の高いシステムへの移行が必

・登録者数
・配信数

平成２６年度より新システ
ムへ移行し、保護者負担
を無くした。これにより平
成２６年７月１日現在
の登録者数は7886人であ
り、市内小中学校の全児
童数の約７０％となってい

教育総務課

6 （2） 3 防犯教室の実施

防犯教室の実施や啓発広報活動により、自己防
衛、犯罪意識の向上を図り、なた防犯パトロール
等の実施により犯罪発生の抑止し、ビラ、捨て看
板等の撤去により青少年の非行を防ぐ。

市内小中学校外 回 12 27 27 5
各小学校への防犯教室は児童を犯罪
から守る、犯罪に遭わないためにも自
己防衛も含め必要不可欠である。

3 交通防犯課

6 （2） 4
防犯パトロールの実
施（セーフティマイタ
ウン）

防犯パトロールを実施し犯罪を未然に防ぐ。 5

今年度から公用車を市民活動支援とし
て防犯ボランティア団体に貸し出しが可
能となった為、今後活動範囲も広がり
犯罪抑止効果が期待される。

3 交通防犯課
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6 （2） 5
子どもを守る110番の
家の活用

子どもを犯罪や危険から守るための事業であ
る。児童生徒の登下校時に不審者から声をかけ
られたり具合が悪くなったりした時に、一時的に
保護してくれる家庭や事業所などを緊急避難先
として登録する。協力する店舗等にはステッカー
を掲示してもらい目印にしている。

子どもを守る110
番の家登録件数

件 3188 3221 3190 3154 3091 5

10月末現在で各小学校に協力者の取り
まとめ依頼を行い、生涯学習課では、
その名簿をもとに保険加入を行ってい
る。

3 引き続き、協力者を募っていく。 生涯学習課

6 （2） 6
児童クラブの防犯・
防災対策の推進

放課後児童の遊びや生活の場を提供する安全・
安心な施設として、防犯対策、不審者対策、防犯
対策を図る。

機械警備実施 小学校区 22 22 22 22 22 2

防犯・不審者マニュアルおよび事故防
止マニュアルが未作成。今後、早急に
作成が必要。
名崎児童クラブで機械警備未実施。
古河市消防団幼年少年防火教室を平
成２４年度より市内の児童クラブにおい
て年６回実施。

2
名崎児童クラブは、今年度新た
に建設を予定しており、機械警
備実施となる予定。

防犯・不審者マ
ニュアルおよび
事故防止マニュ
アルの作成

子育て対策課

7 （1） 1
児童虐待の早期発見
と対応

あらゆる機会を利用して児童虐待の早期発見と
早期通告を呼びかけるとともに、虐待通告に際し
ては、専門相談員を配置し、早期の対応に努め
る。また、関係機関からの情報を集約し、有事の
際は迅速な対応ができるような連携・連絡体制を
構築する。

新規児童虐待対
応件数

件 25 24 11 82 64 4

　児童虐待を早期に発見できる仕組み
は徐々に構築されつつあるものの、十
分とは言い難い状況である。今後は早
期発見の仕組みをより強化するため、
関係機関との更なるネットワークの形成
に努めなければならない。
　また、担当する職員や相談員には専
門的な判断を求められることが多いが、
現状では専門性も十分とは言い難いた
め、職員や相談員のスキルアップを図

2

　虐待通告の件数や相談件数
も増加しているため、現状の体
制では対応しきれなくなってい
る。人員を拡充するなど体制の
充実を図るほか、積極的に研
修に参加させるなど、スキル
アップに努めなければならな
い。

　古河市虐待
DV対策基本計
画
　　基本目標Ⅰ
「情報提供・啓
発・周知の徹
底」

健康づくり課・福祉
総務課

7 （1） 1
児童虐待の早期発見
と対応

乳幼児健診、健康相談、家庭訪問等母子に関わ
るあらゆる機会において児童虐待の早期発見や
関係機関と連携した支援

乳児全戸訪問実
施率

％ 79 79 82 92 96 4

　平成２１年度より乳児家庭全戸訪問を
実施し、２５年度においては、実施率
96％を超えた。早い時期から、虐待の
早期発見・予防に取り組んでいる。ま
た、乳幼児健診についても、３か月児健
診98.2％、１歳６か月児、94.9％、３歳児
健診、97％といずれも高い受診率を推
移している。未受診者につても、電話連
絡や家庭訪問で受診勧奨および状況
把握に努めているところである。
　福祉総務課に虐待DV対策地域協議
会を設置しており要保護児童対策協議
会を兼ねており、福祉総務課、児相と定
期的にケースカンファレンスを行った

3

「乳児家庭全戸訪問」について
は、実施率100％をめざし、生
後４か月までに訪問できない家
庭についても、状況把握に努
め、虐待の起こりうる家庭の早
期発見を行う。
　また、乳幼児健診について
も、虐待のハイリスクとなりうる
健診未受診者の把握、発育・発
達の要フォロー児について、丁
寧に関わっていく。また、関係
機関との連携を図りながら虐待
の防止に努める。

健康づくり課・福祉
総務課

7 （1） 2
児童虐待防止ネット
ワークの強化

児童虐待、DV、高齢者虐待、障害者虐待に対応
する組織として「古河市虐待DV対策地域協議
会」を設置・運営し、さまざまな会議などを通じて
関係機関との連携及び情報の共有に努める。ま
た、虐待等の防止を目的とした広報・啓発活動を
行うほか、研修会や講演会を実施する。

古河市虐待DV対
策地域協議会
代表者会議

回 1 1 1 1 1 4

平成20年2月に古河市虐待DV対策地
域協議会が組織されて以来数年が経
過するが、協議会の名称及び活動内容
はまだ十分に周知されているとは言い
難い状況である。今後は、キャンペーン
や研修会、講演会を通じて当該協議会
の活動目的や活動内容について、広く

2

古河市虐待DV対策地域協議
会には、代表者会議や実務者
会議などのさまざまな会議が存
在するが、それぞれの会議の
円滑な運営と効果的な活用に
ついては、まだ改善や改良の
余地があり、より効果的で効率

古河市虐待DV
対策基本計画
　　基本目標Ⅴ
「地域連携と推
進体制の確立」

福祉総務課

7 （1） 2
児童虐待防止ネット
ワークの強化

↓
古河市虐待DV対
策地域協議会
実務者会議

回 1 3 3 3 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 福祉総務課

7 （1） 2
児童虐待防止ネット
ワークの強化

↓
児童相談所との
ケース検討会議

回 10 11 11 12 12 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 福祉総務課

7 （1） 3
養育支援家庭訪問事
業

様々な要因により養育支援を必要とする家庭に
訪問し、具体的な養育に関する指導・助言を行
い、養育上の問題の解決・軽減を図る。

養育支援訪問家
庭数　実/延

件 28/62 50/80 37/72 59/95 46/87 4

妊娠届や乳児家庭全戸訪問からの把
握や、関係各課、医療機関等からの情
報提供により把握した支援が必要な家
庭に訪問を実施。継続的な支援を必要
とする家庭が増加している。

3

ケース検討会議の定期的な実
施により、個々の複雑なケース
について対応を検討していく。
関係機関との連絡調整を図っ
ていく。

健康づくり課

7 （1） 4 家庭児童相談の充実
子どもと子どもを取り巻く環境の中で起こるさまざ
まな問題に対し、職員と相談員が専門的な立場
から相談に応じる。

新規児童相談受
付件数（児童虐待
相談含む）

件 79 68 54 141 138 4

子どもを取り巻く環境は時代とともに変
遷し、家庭や学校において新たな問題
が発生し、より複雑化、重層化する傾向
にある。よって、これらの相談に対応す
るためには関係機関との連携を強化
し、最新情報の共有に努めるほか、職
員や相談員の相談対応技術のスキル

2

研修の機会を増加し、職員や
相談員のスキルアップを図るほ
か、相談業務におけるスーパー
バイザーの養成も必要である。
また、相談件数も増加している
ことから、適切な人員配置も検
討する必要がある。

古河市虐待DV
対策基本計画
　　基本目標Ⅱ
「相談体制の強
化」

福祉総務課

7 （1） 5 虐待被害児対策 虐待被害児のケアを推進します。 3

市の保健事業を通じて、虐待の早期発
見に尽くし、健診や通報等で経過をみ
ていく必要のあるケースを把握した場
合、福祉総務課で児童相談所をはじめ
関係機関と連絡を取りながら、また、同
行訪問、ケース検討会を行いながら見

2

被害児を取り巻く関係機関、及
び福祉総務課が要保護児童対
策協議会を主幹しているため、
今後も引き続き、連携を取りな
がら対応していく。

福祉総務課・健康づ
くり課

7 （1） 6
教員に対する児童虐
待の研修

外部講師による研修の他に、各研修会や訪問指
導で虐待に関する事項にも触れ、研修を進める。

4
生徒指導研修会等で、虐待に関する研
修を実施している。

3
児童生徒への虐待を教職員が
見逃さないためにも必要であ

指導課

7 （2） 1 児童扶養手当の支給

親の離婚等によって父又は母と生計を同じくして
いない児童の父又は母等に対し、生活の安定と
自立を促し、児童の福祉の増進を図る.
・全部支給
　　対象児童1人の場合　月額41,020円(H26.4.1
現在）
　　対象児童が2人の場合は上記の金額に5,000
円、3人目以降の場合は3000円ずつが加算され

年間支給額 千円 603,391 655,263 648,836 636,943 5

母子父子家庭の生計の一助となってい
るが、ひとり親世帯ではパート就労等の
低所得者が多いことから、安定した収
入が見込まれる資格を取得するための
高等職業訓練給付金事業等を推進す
る必要がある。

3 国の政策による。 子育て応援課

7 （2） 1 児童扶養手当の支給 ↓
延月人数（全部支
給、一部停止、２子以
降加算）

人 25,717 25,558 25,336 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て応援課
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7 （2） 2 児童育成手当の支給
父子家庭を対象としたが、平成２２年８月に父子
も児童扶養手当対象となったため、現在支給事
業は行っていない。

子育て応援課

7 （2） 3
配偶者暴力相談支援
センター事業

配偶者等からの暴力被害者に対する相談に応
じ、緊急的に避難が必要な女性、母子を一時保
護し、現状打開もしくは自立を支援する。また、平
成23年度策定のＤＶ対策基本計画に基づき、さら
なる支援体制の強化を図り、ＤＶ被害者の救済を
実現する。母子生活支援施設、助産施設の入所
利用により、施設での女性(児童)保護を実施す
る。

新規相談受付人
数

人 115 126 126 129 120 4

相談受付状況は、平成２１年度から平
成２５年度はほぼ横ばいとなっている。
ＤＶ相談は平成２４年度から急増してお
り、平成２５年度も同様に増加傾向に
あった。ＤＶに関する認識が広まったこ
とにより、ＤＶ相談は今後もますます増
加すると思われる。利用者のニーズに
十分に応えていくために、相談員の配
置や専門性の向上等の改善が必要と
思われる。

2

相談受付人数は横ばいのな
か、ＤＶ相談ケースが増えてき
ており、緊急的な対応や継続的
な関わりが必要なケースについ
て、現在の職員の勤務体制で
は厳しい場合がある。利用者の
ニーズに十分に応えていくた
め、相談体制の拡充が必要と
思われる。また、市民に対し、Ｄ
Ｖ防止を呼びかける広報啓発

・古河市虐待・
ＤＶ対策基本計
画（平成２３年
度策定）

福祉総務課

7 （2） 3
配偶者暴力相談支援
センター事業

↓ 内新規ＤＶ相談 人 45 45 36 62 67 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 福祉総務課

7 （2） 3
配偶者暴力相談支援
センター事業

↓ 延べ相談件数 人 404 467 396 312 295 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 福祉総務課

7 （2） 3
配偶者暴力相談支援
センター事業

↓ 一時保護の移送 件 4 4 5 6 5 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 福祉総務課

7 （2） 3
配偶者暴力相談支援
センター事業

↓
母子生活支援施
設への入所

件 1 1 2 4 2 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 福祉総務課

7 （2） 3
配偶者暴力相談支援
センター事業

↓
住民基本台帳閲
覧制限支援

件 21 15 15 26 25 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 福祉総務課

7 （2） 4
母子父子家庭医療福
祉費支給制度

１８歳まで子どもを養育しているひとり親の母ま
たは父及びその子どもに対し、医療費の自己負
担金を助成する制度。
※制度で定める所得制限額がある。

受給者数 人 3,761 3,380 3,521 3,473 3,380 4
県補助事業であり、負担割合は県・市１
／２。

3
ひとり親家庭の経済的負担を
軽減するためにも、継続してい
く必要がある。

国保年金課

7 （2） 4
母子父子家庭医療福
祉費支給制度

↓ 支給金額 千円 75,977 74,425 70,783 72,314 67,118 ↓ ↓ ↓ ↓ 国保年金課

7 （3） 1
障害児に対する手当
の支給

【目的】重度の障がいのある方に対して、障害の
ため必要となる精神的、物質的な特別の負担の
軽減の一助として手当を支給することにより、福
祉の向上を図ることを目的にしている。
【障害児福祉手当】対象：身体又は精神に重度の
障害があるため、常時特別の介護を必要とする
在宅の方。
1人につき月額14,140円を支給する。（平成26年7
月現在）
【在宅心身障害児福祉手当】対象：知的、身体又
は精神等に障がいのある20歳未満の児童を養
育している方。
1人につき月額3,000円を支給する。（平成26年7
月現在）
【特別児童扶養手当】対象：知的、身体又は精神
等に障がいのある20歳未満の児童を養育してい
る方。

障害児福祉手当
受給者数（延べ人
数）

人 1,042 1,019 974 958 972 5

身体障害者手帳・療育手帳の交付時に
該当する可能性がある方に案内。ま
た、広報とホームページを利用して、周
知を図っている。

3

障害児の負担軽減のため、今
後も継続しての実施が必要で
あり、対象者の把握に努め、適
正に案内する必要がある。

障がい福祉課

7 （3） 1
障害児に対する手当
の支給

↓
障害児福祉手当
支出額

円 14,983,960 14,653,220 13,965,670 13,687,990 13,849,360 ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 1
障害児に対する手当
の支給

↓
在宅心身障害児
福祉手当受給者
数（延べ人数）

人 1,920 1,946 1,909 1,767 1,699 ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 1
障害児に対する手当
の支給

↓
在宅心身障害児
福祉手当支出額

円 5,760,000 5,838,000 5,727,000 5,301,000 5,097,000 ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 1
障害児に対する手当
の支給

↓
特別児童扶養手
当(12月31日時点
受給資格者)

人 237 233 226 220 211 ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 2 重度障害児支援事業

【目的】障害等の日常生活がより円滑に行われる
ため、経済的負担を軽減し社会生活の促進と福
祉の向上を図ることを目的とする。
【日常生活用具給付事業】対象：日常生活用具を
必要とする障害者、障害児、難病患者等（障害の
程度による対象種目については、実施要綱に記
載）
【住宅リフォーム助成事業】対象：特別障害者手
当の所得制限限度額を超えない、身体障害者手
帳１級、若しくは２級の下肢若しくは体幹機能障
害児（者）又は療育手帳○Ａの知的障害児（者）
【歯科治療施設通院の助成】対象：肢体不自由１
級又は２級の身体障害者手帳所持者、○A又は
Aの療育手帳所持者
【福祉タクシー利用料金の助成】対象：身体障害
者手帳３級以上の方、視覚障害４級又は肢体不
自由下肢障害４級以上の方、療育手帳○A又は

身体障害者（児）
日常生活用具給
付事業

人 1,141 1,127 1,233 1,285 1,292 4

今後、障害のある方が増える傾向にあ
るため、障害者等のニーズを的確に把
握し、事業の充実を図る必要性があ
る。

3

障害の特性に合わせた適切な
用具の給付を図るとともに、事
業の周知、利用の普及・啓発を
図る。また需要動向をみながら
財源の確保に努める。

障がい福祉課・国保
年金課

7 （3） 2 重度障害児支援事業 ↓
重度心身障害児
(者)住宅リフォー
ム助成事業

人 6 3 5 2 6 ↓ ↓ ↓ ↓
障がい福祉課・国保
年金課

7 （3） 2 重度障害児支援事業 ↓
重度障害児(者)
歯科治療施設通
院の助成（延べ人

人 57 65 87 55 87 ↓ ↓ ↓ ↓
障がい福祉課・国保
年金課
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7 （3） 2 重度障害児支援事業 ↓
心身障害児(者)
福祉タクシー利用
料金の助成(述べ

人 392 390 337 383 380 ↓ ↓ ↓ ↓
障がい福祉課・国保
年金課

7 （3） 3 特別支援教育の充実

幼稚園、保育園（所）、小中学校の保護者が小中
学校の特別支援学級への入級を希望した場合、
就学相談や教育相談を行い、教育支援委員会の
判定を受け、特別支援学級に入級し支援を行う。
また特別支援教育講演会や巡回相談を行い、特
別な配慮を要する児童生徒に対して支援を行う。

特別支援教育巡
回相談

校 15 15 16 18 19 5

就学相談、巡回相談が年々増加し、特
別な配慮を要する児童生徒数が増加し
ている。その適切な対応の仕方につい
ての研修が今後も望まれる。

3
現在の取組においての通常学
級における特別支援教育の推
進が望まれる。

指導課

7 （3） 3 特別支援教育の充実 ↓
特別支援教育講
演会

回 1 1 1 1 1 ↓ ↓ ↓ ↓ 指導課

7 （3） 3 特別支援教育の充実 ↓
特別支援教育集
合指導

回 3 3 3 3 3 ↓ ↓ ↓ ↓ 指導課

7 （3） 4
就学前児童を対象と
した就学指導相談

就学前の特別な配慮を要する未就学児に対して
の就学相談に努め、その対応の仕方について指
導助言を行う。また学校、保育所（園）、幼稚園、
関係機関との連携を強化していく。

就学前児童を対
象とした就学指導
相談

回数 102 205 209 183 247 5

保護者との面談、保育所（園）、幼稚園
への生活状況調査、就学予定小学校
への見学等を実施し、具体的な支援の
方法や適応能力の育成について指導
助言を行っている。

3

年々、就学相談が多くなってき
ている。保護者に対して、教育
支援委員会や特別支援学級へ
の入級の手続き等についての
説明を学校側と連携をし、丁寧
に説明しながら進めていく必要

指導課

7 （3） 4
就学前児童を対象と
した就学指導相談

↓ 巡回相談 回数 73 55 40 55 54 ↓ ↓ ↓ ↓ 指導課

7 （3） 5
発達支援相談事業
(ポーテージ発達相談
事業)

発達の遅れや偏りが見れらる乳幼児と保護者に
対し、ポーテージ指導相談員と保健師により、乳
幼児の発達の遅れや偏りが見られる子どものた
めに開発された「ポーテージ早期教育プログラ
ム」の技法を用い、家庭での適切な援助ができる
よう保護者に個別の指導・相談を実施する。

相談者数(実人員
/述人員)

人 15/117 11/55 1

障害者自立支援法による児童発達支
援事業所及び医療機関による療育施
設の充実により、平成22年度をもって事
業廃止。

5 健康づくり課

7 （3） 6
障害児デイサービス
事業

目的・内容：障害児に対し通園により日常生活に
おける基本的な動作の指導及び集団生活への
適応訓練を行う。平成24年度から法改正により
障害者自立支援法の児童デイサービスから児童
福祉法の障害児通所サービス（児童発達支援・
放課後等デイサービス）に位置づけされている。
【児童発達支援】対象：療育の観点から集団療育
及び個別療育を行う必要があると認められる未
就学児。
【放課後等デイサービス】対象：学校教育法第一
条に規定している学校（幼稚園及び大学を除く）
に就学しており、授業の終了後又は休業日に支
援が必要と認められた障害児。
【あすなろ教室】対象：児童発達支援、放課後等

実利用児童延べ
人数

人 1503 1794 2179 4

現在市内に4カ所サービス提供事業所
があるが、定員がいっぱいであり新規
の受け入れが困難になってきている。
また、発達障害に対する理解が広がっ
た事で、手帳未取得児童の利用希望増
加や長期休暇時の利用については予
約が取れない状況になっており、事業
の充実を図る必要性がある。

2

市内にサービス提供事業所が
少ない為、新規の受け入れや
利用回数に限界がある。
保護者のニーズにある長期休
暇（夏休み等）の利用、個別療
育の充実も可能になるよう事業
所の開拓をしていく必要があ
る。

障がい福祉課

7 （3） 6
障害児デイサービス
事業

↓
（内訳）児童発達
支援

人 1503 1282 1521 ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 6
障害児デイサービス
事業

↓
（内訳）放課後等
デイサービス

人 512 658 ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 6
障害児デイサービス
事業

↓
（内訳）あすなろ
教室

人 20 10 0 0 0 ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 7
障害児短期入所事業
(ショートステイ)

目的・内容：自宅で介護を行っている方が病気な
どの理由により介護を行うことができない場合
に、障害のある児童を障害者支援施設等で短期
間保護し、入浴、排せつ、食事ほか、必要な介護
を行う。緊急時だけでなく、介護者にとってのレス
パイトサービスとしての役割も担っている。
対象者：障害児の障害の程度に応じて厚生労働
大臣が定める区分における区分1以上に該当す
る児童

短期入所　支給
決定児童数

人 66 71 65 56 50 4

この事業は、障害者総合支援法に基づ
く「障害福祉サービス」の1つとして位置
づけられており、障害者・児ともに利用
できるサービスである。
市内には、短期入所事業所が5ヶ所あ
るが、障害児の受け入れが可能な事業
所は3ヶ所のみとなっており、現状では
近隣市町村の事業所を利用している場
合も多い。距離が遠く、送迎サービスも
ないため、利用に至らない方も多い。ま
た、各事業所とも短期入所枠(障害者・
児)は1～4床しかなく、希望者も多いた
め、利用希望日や緊急時に利用ができ
ないということもあり、利用希望者の
ニーズに対応できるよう事業の拡充が

2

市内・近隣に短期入所事業所・
ベット数が少なく、緊急時や希
望時に利用できないことが多い
ため、身近な地域で利用希望
者のニーズに応えられるよう、
事業所の受け入れ規模拡大・
新規事業所の開拓が必要であ
る。

障がい福祉課

7 （3） 8
障害児の児童クラブ
への受入れ

集団保育可能な発達の遅れのある児童の受入
れを図る。保護者会運営の児童クラブについても
受入れを推進する。

障害児受入れ人
数
・１年生

人 1 1 6 1 4 3

平成２５年度　身体障害のある児童の
受入れを行うに当たり、下辺見児童クラ
ブで手すり・スロープを設置。諸川児童
クラブで手すりを設置。

3

今後、建て替え・移設等を検討
している児童クラブについて
は、当初からスロープの設置、
バリアフリー化など環境整備を

子育て対策課

7 （3） 8
障害児の児童クラブ
への受入れ

↓ ・２年生 人 3 2 2 7 12 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

7 （3） 8
障害児の児童クラブ
への受入れ

↓ ・３年生 人 1 2 1 2 11 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

7 （3） 8
障害児の児童クラブ
への受入れ

↓ ・４～６年生 人 3 2 0 1 7 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課

7 （3） 8
障害児の児童クラブ
への受入れ

↓ 　計 人 8 7 9 11 34 ↓ ↓ ↓ ↓ 子育て対策課
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基本
目標

基本
施策

事業
番号

計画
書記
載な
し

項目 （単位） 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
実施状況の
5段階評価

事業実施の現状と課題

今後の
展開
（27～
31年

今後の展開についてのコメント
（理由・内容を記入）

事業の評価指
標と目標値

担当課
事業・施策内容

（目的・対象・内容等を記入)

計画における位置付け 事業実績の推移 ↓５ 十分   ４ ある程度   ３ あまり十分でない   ２ 不十分   １ 未実施 ↓１ 新規・方針変更   ２ 拡充   ３ 現状維持   ４ 縮小   ５ 廃止・計画外

事業名
備考欄

（新たな施策展開の提案
など）

資料３ 

7 （3） 9
学校障害児介助事業
の充実

障害のある児童生徒の在籍する市内の小中学
校からの配置要請に基づき、教育委員会で調査
検討を行い、配置が適当と認めた学校に特別支
援教育支援員を配置する。

特別支援教育支
援員

人 29 30 32 35 37 4

各小中学校で支援が必要であると認め
られた児童生徒に、39名の特別支援教
育支援員を配置した。児童生徒は、週
40時間程度を学校で生活しており、特
別支援教育支援員は、そのうちの20時
間，25時間，30時間の対応となってい
る。それ以外の時間については、各学
校の先生や保護者が対応し、学校生活
が安全におくれるよう対処している。

2

本市においては、日常動作の
介助や学習活動上の支援を行
う「特別支援教育支援員」の活
用が年々増加している。教育支
援委員会から教育措置を受け
た児童生徒の数は、過去２年間
で200名程増加し、特別支援教
育支援員配置のニーズが高
まっている。

指導課

7 （3） 10 相談支援の充実

障害児の相談支援体制の充実・強化を図るた
め、平成23年度より市内の相談支援事業所に相
談業務を委託し夜間・休日を含めた緊急時にも
対応できる相談窓口を開設している。
　さらに地域の相談支援のネットワークを構築す
ることを目的として、平成25年度からは地域にお
ける相談支援の中核的な役割を担う、基幹相談
支援センター（1か所）と身近な地域の相談窓口と
しての役割を担う地域相談支援センター（3ヶ所）
に相談窓口を拡充した。

基幹相談支援セ
ンター事業委託料
（1か所）

千円 1,800 3,000 3,800 4

市と相談支援事業所が連携すること
で、障害の種類や程度に関わらず、障
害のあるお子さんやご家族からの福祉
サービスの利用や権利擁護などの各種
相談に速やかに対応している。また、基
幹相談支援センターにおいては、障害
児に対する虐待の防止や早期発見の
ための関係機関との連絡調整や権利
擁護のための必要な援助も行ってお
り、古河市障害者虐待防止センターに
おける夜間・休日の通報窓口も兼ねて

2

発達障害や難病患者等が福祉
サービスの対象に加わり、今後
ますますサービスの利用や日
常生活における相談件数の増
加が予測される。また精神疾患
やひきこもり等、他機関との連
携が必要な処遇困難ケースも
増えてきているため、引き続き
相談支援事業所の拡充が必
要。

相談内容に応じて適切な
支援へ迅速につなげてい
く体制の整備と、障害の種
類や程度に関係なくさまざ
まなケースに対応するた
めの相談支援専門員の資
質を向上させるための取
組が必要。

障がい福祉課

7 （3） 10 相談支援の充実 ↓ 相談件数 件 214 281 1,066 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 10 相談支援の充実 ↓
地域相談支援セ
ンター事業委託料
（3ヶ所）

千円 3,000 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 10 相談支援の充実 ↓ 相談件数 件 294 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 11
障害児デイステイ事
業

目的・内容　在宅の障害児等を介護している家
族等が、緊急的又は一時的に家庭での介護が
困難になった場合に、当該障害児等を古河市古
河福祉の森総合会館において預り、必要な身の
回りの世話、援助等を提供する。古河市社会福
祉協議会への委託事業
対象者　市内に住所を有する身体障害者、知的
障害者若しくは精神障害者又はこれら障害者に
準ずるものであると市長が認める者を介護する
者。ただし、感染症疾患等を有する者、急性疾患
又は負傷のため治療を受ける必要がある者その
他市長が不適当と認めるものは、対象者とはな
らない。

委託料 千円 4,974 4,974 4,974 4,974 5,219 4

この事業は、障がいを持った児童を緊
急的・突発的事由による一時預かり事
業であり、その性質上、障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律において、地域生活支援事
業（市町村の単独事業）と位置付けられ
ています。
そのため、受託事業者は、安全、適切
かつ安定的に受託事業を実施し、定額
の費用により安定的にサービスの提供
を行う必要があります。

2

現在、古河福祉の森会館２階を
利用して、委託により事業を実
施していますが、地理的に市の
南西部に偏在しているものであ
るため、地域バランスを考慮す
る必要があります。
このため、各地域におけるニー
ズを把握し、必要があれば、現
在の古河地区のみでなく、他の
地区においても実施することに
ついて、検討する必要がありま
す。

第３期古河市
障害福祉計画
（平成２４年度
～平成２６年
度）において、
サービス見込
量として、年間
の利用者数を
各年15人/年と
しています。

現在、古河福祉の森会館
２階を利用して、古河市社
会福祉協議会に委託して
事業を実施していますが、
市の委託事業とは別に古
河市社会福祉協議会の独
自事業として、三和地域
福祉センターにおけるデイ
ステイ事業が平成２６年７
月から試行的に開始され
ました。こうした取組みを
支援していくかどうかにつ
いて、具体的な検討が必

障がい福祉課

7 （3） 11
障害児デイステイ事
業

↓
登録児童数（月当
たり平均）

人/月 52.00 54.75 58.17 26.00 30.83 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 11
障害児デイステイ事
業

↓
実利用児童数（月
当たり平均）

人/月 6.17 6.92 6.58 8.33 10.50 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課

7 （3） 11
障害児デイステイ事
業

↓ 延べ利用時間 時間 1,920：05 2,123：35 2,264：05 3,146：10 3,224：10 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 障がい福祉課
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